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､箆

第
六
十
三
巻

第

一
戟

平
成
十
六
年
六
月
馨
行

藤

本

猛

｢武

臣

の
浦

安
｣

-

南
宋
孝
宗
朝
の
政
治
状
況
と
間
門
舎
人

■■

は

じ

め

に

第

一
章

武
臣
の
重
用
と
反
士
大
夫
感
情

第
二
章

宰
執
の
権
限
と
御
筆
政
治
の
展
開

第
三
章

閤
門
舎
人
に
つ
い
て

(
一
)

そ
の
特
徴
-

『朝
野
雑
記
』
を
も
と
に

(二
)

側
近
性
に
つ
い
て

お

わ

り

に

- 1-

■■

ユよllLVt

じ

め

ケ｣
lhvt

『宋
史
』
孝
宗
紀
の
質
が
､

質
に
日
-
､
高
宗

公
天
下
の
心
を
以
て
､
太
租
の
後
を
揮
び
て
之
を
立
て
､
乃
ち
孝
宗
の
賢
を
得
､
聡
明
英
毅
､
卓
然
と
し
て
南
渡
諸
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帝
の
稀
首
為
-
､
難
と
謂
う
べ
き
か
な
｡

と
稀
賛
す
る
の
を
初
め
と
し
て
､
孝
宗
朝
が
南
未
の
最
盛
期
で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
多
-
は
封
金
戦
線
が
安
定
し
､

(
-
)

平
和
を
賂
来
し
た
こ
と
と
､
外
港
よ
-
皇
統
を
引
き
継
い
だ
あ
と
､
養
父
高
宗
に
行

っ
た
厚
い
孝
養
が
大
き
な
要
因
だ
と
い
え
る

｡

し
か
し
､

と
も
す
れ
ば
単
な
る
守
成
の
功
績
の
み
と
さ
れ
が
ち
で
､
王
徳
毅
氏
の
詳
細
な
研
究
の
ほ
か
､
そ
の
時
代
を
詳
細
に
考
察
し
た
も
の
は
少
な
か

(
2
)

っ
た

｡

(
3
)

し
か
し
近
年
に
な
-
､
こ
の
時
代
の
内
政
面
を
封
象
に
し
た
論
考
が
増
え

つ
つ
あ
-
､

青
木
敦
氏
は
､
孝
宗
朝
が
様
々
な
鮎
で
改
革
の
行
わ

(
4
)

(
5
)

れ
た
時
期
で
あ

っ
た
と
指
摘
さ
れ

､

さ
ら
に
安
部
直
之
氏
は
そ
の
政
治
腰
制
の
奨
質
を
述
べ
ら
れ
た
｡

特
に
安
部
氏
の
論
考
は
大
奨
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
-
､
こ
の
時
期
､
孝
宗
が

｢宰
執
や
墓
諌
と
い
っ
た
官
僚
機
構
の
中
枢
部
に
よ
る
政
治

運
営
｣
で
は
な
-
､
｢皇
帝
の
主
腰
的
政
治
運
営
｣
を
目
指
し
､
側
近
政
治
を
行

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
｡
筆
者
は
ほ
ぼ
そ
の
見
解
に
同
意

す
る
も
の
で
あ
る
が
､
氏
の
考
察
は
主
題
の
性
格
上
､
そ
の
側
近
膿
制
の
構
築
の
み
に
限
定
さ
れ
て
お
-
､
ま
た
孝
宗
が
何
故
そ
の
よ
う
な
膿

制
を
目
指
し
た
の
か
､
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
､
先
代
に
お
け
る
秦
槍
の
よ
う
な
専
権
宰
相
の
出
現
を
防
ぐ
た
め
､
と
い
う
鮎
を
挙
げ
る
の

み
で
あ
る
｡
こ
れ
は
従
来
の
諸
先
論
で
も
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
-
､
た
し
か
に
大
き
な
理
由
の

一
つ
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
､
こ
の

時
代
の
政
治
状
況
を
探

っ
て
い
け
ば
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
て
-
る
｡

そ
こ
で
本
論
で
は
､
氏
の
論
か
ら
今

一
歩
踏
み
込
ん
だ
形
で
､
孝
宗
朝
の
政
治
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
､
何
を
目
指
し
､
具
懐

的
に
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
ま
ず
第

一
章
で
､
こ
の
政
治
腰
制
が
､
安
部
氏
の
取
-
上
げ
ら

れ
た
龍
大
淵

･
曾
観

･
張
説

･
王
拝
の
四
人
だ
け
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
､
そ
の
政
治
姿
勢
を
考
察
し
､
更
に
そ
の
動
機
が
何
で

あ

っ
た
か
を
探

っ
て
み
る
｡
こ
れ
は
そ
の
要
因
を
た
だ
秦
槍
の
存
在
の
み
に
蹄
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
績
い
て
第
二

章
で
は
､
賓
際
の
政
事
運
営
上
､
安
部
氏
の
解
明
さ
れ
た
枢
密
院
の
命
令
系
統
の
確
保
の
ほ
か
､
ど
の
よ
う
な
手
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
を

考
察
し
て
み
る
｡
そ
し
て
最
後
の
第
三
章
で
は
､
こ
の
親
政
腰
制
の
中
で
大
き
な
役
割
を
拾

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
閤
門
舎
人
に
つ
い
て
考
察
す
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る
｡
こ
の
ポ
ス
ト
は
他
な
ら
ぬ
孝
宗
朝
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
､
従
来
大
き
な
関
心
を
排
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
｡
そ
れ
は
ひ
と
え
に

そ
の
史
料
の
乏
し
さ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
の
時
期
の
政
治
腰
制
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
､
頼
-
光
宗

･
寧
宗
期
に
ま
で
大
き
-

影
響
を
輿
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
馬
､
ひ
と
ま
ず
現
時
鮎
で
分
か
る
範
囲
を
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
｡

な
お
本
稿
で
用
い
る

｢武
臣
｣
と
は
､
と
も
す
れ
ば
そ
の
名
稀
か
ら
圭
に
軍
事
的
能
力
に
よ
っ
て
朝
廷
に
仕
え
た
者
た
ち
を
指
す
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
､
末
代
に
お
け
る
そ
れ
は
､
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
す
で
に
梅
原
郁
氏
が
武
臣
の
定
義

(
6
)

を
さ
れ
て
お
ら
れ
る

｡

要
は
文
階
を
所
持
せ
ず
､
武
階
を
所
有
す
る
官
僚
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

一
に
す
ぎ
な
い
｡
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
は
恩
蔭
に

よ
っ
て
任
官
し
た
も
の
や
百
官
な
ど
も
含
ま
れ
る
｡

第

一
章

武
臣
の
重
用
と
反
士
大
夫
感
情

■■

ま
ず
次
の
興
味
深
い
史
料
を
見
て
も
ら
い
た
い
｡

臣
聞
-
な
ら
-
､
租
宗
朝
､
最
も
武
臣
の
親
民
を
重
ん
じ
､
資
序
必
ず
親
民
を
歴
て
､
始
め
て
擢
用
す
る
を
得
､
文
臣
の
親
民
に
改
官
せ

る
と
､
事
腰
略
ぼ
等
し
｡
況
ん
や
今
聖
紳
臨
御
し
､
外
に
は
則
ち
用
い
て
提
刑

･
郡
守
と
為
し
､
内
に
は
則
ち
槍
し
て
閤
門
舎
人
を
置
き
､

観
閲
に
同
じ
う
す
｡
小
な
れ
ば
則
ち
知
願

･
願
尉
に
通
注
し
､
民
事
を
歴
せ
し
む
れ
ば
､
則
ち
武
臣
開
陸
の
法
､
亦
た
宜
し
-
箱
や
文
臣

(
7
)

と
同
じ
う
し
､
以
て
陛
下
の
文
武
並
用
の
意
を
明
ら
か
に
す
べ
き
な
-
｡

こ
れ
は
淳
興
年
間
､
韓
元
吉
が
武
臣
の
昇
進
過
程
に
お
い
て
も
薦
拳
制
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
節
子
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
閤
門
舎

人
の
設
置
と
武
臣
の
提
鮎
刑
獄

･
知
州
任
用
を
取
-
上
げ
､
と
も
に
孝
宗
の
文
武
並
用
の
意
園
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て

(
8
)

い
る
｡

す
な
わ
ち
､
こ
の
時
期
に
お
け
る
政
治
牒
制
は
､

一
部
の
側
近
を
用
い
た
も
の
で
は
な
-
､
｢文
武
並
用
｣
を
掲
げ
て
武
臣
全
懐
に
封

す
る
重
用
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
限
ら
ず
､
南
宋
孝
宗
朝
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
特
に
武
臣
に
関
す
る
政
策
の
頻
出
す
る
時
期
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
乾
造
六
年

(
一
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一
七
〇
)
か
ら
の
数
年
問
で
､
以
下
主
に

『宋
史
』
孝
宗
本
紀
か
ら
列
挙
し
て
み
る
｡

乾
道
六
年

(
二

七
〇
)

閏
五
月
発
巳

同
月
戊
申

六
月
壬
申

八
月
庚
戊

乾
道
七
年

(
二

七
一
)

二

一月
庚
申

乾
道
八
年

(
二

七
二
)

三
月

淳
配
…元
年

(
二

七
四
)

三
月
戊
子

淳
興
四
年

(
二

七
七
)

二
月
発
巳

武
臣
環
衛
官
の
俸
給
増
額

武
臣
提
刑
復
活

武
学
生
の
定
員
槍
加

閤
門
舎
人
の
新
設

閤
門
舎
人
に
輪
封
を
許
可

(9
)

武
拳
合
格
者
の
授
官
に
黄
牒
を
用
い
る

寄
緑
官
の
左
右
字
を
別
去

武
臣
授
環
衛
官
法
を
立
て
る

■■

一
〇
月
丁
丑

監
司

･
守
臣
に
歳
ご
と
に
知
願
候
補
の
武
臣
二
人
を
推
挙
さ
せ
る

淳
興
五
年

(
二

七
八
)

五
月
庚
子

武
学
団
子
員
を
設
置

こ
こ
か
ら
武
臣
に
関
す
る
政
策
､
そ
れ
も
彼
ら
に
と
っ
て
有
利
と
な
る
よ
う
な
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
同
時
期
の
孝
宗
自
身
の

言
葉
と
し
て

(
10
)

｢文
武
は
自
ら
常
に

一
律
た
る
べ
し

｡

｣

(;
)

｢大
抵
の
治
懐
は
偏
る
所
有
る
べ
か
ら
ず
｡
･･････
『文
武
並
用
せ
ば
､
則
ち
長
久
の
術
為
-
』
､

l
を
専
ら
に
す
べ
か
ら
ざ
る
な
-
｡｣

(12
)

｢卿
等
切
に
文
武
を
分
別
し
て
､
便
ち
晋
室
の
風
有
る
こ
と
勿
れ
｡
首
に
之
を
覗
ぶ
る
に

一
の
如
-
せ
よ
｡
｣

な
ど
､
文
武

一
律
の
方
針
を
示
す
言
葉
が
頻
出
し
て
い
る
｡

言
う
ま
で
も
な
-
末
代
は
文
臣
に
よ
る
支
配
膿
制
を
と
-
､
そ
の
絶
封
優
位
を
統
治
理
念
と
し
て
き
た
｡
そ
の
よ
う
な
宋
朝
の
皇
帝
自
身
の

口
か
ら

｢文
武
平
等
｣
の
言
葉
が
出
る
こ
と
は
､
大
奨
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
低
す
ぎ
る
武
臣
の
待
遇
を
少
し
-
引
き
上
げ

- 4-
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る
､
と
い
っ
た
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
文
臣
と
武
臣
を
同
じ
よ
う
に
扱
え
､
と
い
う
内
容
な
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
聾
l一百
は
単
な
る
言
葉
上
の
も
の
で
は
な
-
､
こ
の
時
期

l
貫
し
て
主
張
､
賓
行
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
の
澄
接

に
､
こ
の
武
臣
優
遇
政
策
は
常
時
の
人
々
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
､
例
え
ば
乾
道
七
年

(
二

七

一
)
張
説
の
答
書
枢
密
院
事
就
任
に

反
封
し
た
張
桟
は
そ
の
上
書
の
中
で

と̂
つと

拭
復
た
奏
し
て
日
-

｢文
武
は
誠
に
偏
る
べ
か
ら
ず
､
然
し
て
今
武
を

右

び
て
以
て
二
柄
を
均
し
う
せ
ん
と
欲
す
｡
而
る
に
用
い
る
所

は
乃
ち
此
の
如
き
の
人
を
得
る
の
み
｡
惟
だ
に
以
て
文
吏
の
心
を
服
す
に
足
ら
ざ
る
の
み
に
非
ず
し
て
､
正
に
恐
る
ら
-
は
反

っ
て
武
臣

(
13)

の
怒
-
を
激
し
う
せ
ん
｣
と
｡

と
言
い
､
張
説
の
登
用
に
反
野
し
っ
つ
も
､
常
時
武
臣
を
文
臣
と
封
置
せ
ん
と
す
る
た
め
に
優
遇
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し

て
い
る
｡
ま
た

『歴
代
名
臣
奏
議
』
巻

一
七
〇
･
選
挙
に
は

宋
孝
宗
の
時
､
王
師
愈
上
奏
し
て
日
-

｢臣
恭
-
も
惟
う
に
皇
帝
陛
下
知
人
の
明
､
天
縦
に
得
て
､
文
武
の
臣
､
固
よ
-
己
に
並
用
し
て

(14
)

偏
り
無
し
｣
と
｡

(
15
)

と
い
う
王
師
愈
の
言
が
あ
る
よ
う
に
､
孝
宗
の
文
武
並
用
の
政
策
は
常
時
の
人
々
に
よ
-
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

と
こ
ろ
で
先
に
示
し
た
年
表
の
中
に
寄
緑
官
名
の
左
右
字
削
除
の
こ
と
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
直
接
に
武
臣
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
-
文
臣
内

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
い
う
左
右
字
と
は
､
元
豊
官
制
改
革
以
後
分
か
-
に
-
-
な

っ
た
科
挙
合
格
の

｢有
出

身
｣
と
そ
う
で
な
い

｢無
出
身
｣
と
の
直
別
を
は
っ
き
り
表
す
た
め
に
､
同
じ
寄
緑
官
名
の
前
に
有
出
身
な
ら
ば

｢左
｣
を
､
そ
れ
以
外
な
ら

｢右
｣
を
附
け
る
も
の
で
､
つ
ま
り
は
科
挙
出
身
か
ど
う
か
を
わ
か
-
や
す
-
し
た
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
れ
は
文
階
を
持
つ
文
臣
に
の
み

(
16)

関
わ
る
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
､
南
末
の
史
家
で
あ
る
李
心
博
の
見
解
で
は
こ
れ
も
常
時
の
武
臣
政
策
と
闘
わ
-
が
あ
る
と
い
う
｡

士
大

夫
に
と

っ
て
不
利
と
な
る
左
右
字
の
別
去
が
､
武
臣
政
策
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
つ
ま
-
孝
宗
の
武
臣
政
策
の
裏
側
に
は
､

文
臣
そ
れ
も
科
挙
出
身
者
に
封
し
て
､
彼
ら
を
特
別
税
し
な
い
と
い
う
考
え
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
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確
か
に
孝
宗
朝
で
は
武
臣
重
税
の
政
策
の
み
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
近
年
､
チ
ェ
フ
ィ
ー
氏
が
そ
の
著
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ

(
17
)

た
よ
う
に
､
孝
宗
朝
に
お
い
て
は
宗
室
官
僚
の
中
央
政
府

へ
の
積
極
的
採
用
が
行
わ
れ
て
い
た
｡

さ
ら
に
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
左
右
字
の
別

去
な
ど
､
い
ず
れ
も
科
挙
出
身
官
僚
以
外
の
者
の
重
用
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡

事
賓
､
孝
宗
は
士
大
夫
階
層

へ
の
強
い
不
信
感
を
示
し
て
い
る
｡
特
に
そ
の
こ
と
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
が

『美
幸
雑
識
』
前
集
に
載
せ

(
18)

る
御
製
の

｢科
挙
論
｣
で
あ
る
｡

こ
れ
は
時
の
宰
相
趨
雄
が
科
挙
の
省

･
殿
試
の
上
位
合
格
者
を

｢大
好
士
人
｣
と
言

っ
て
要
職
に
推
薦
し
た

こ
と
に
反
登
し
た
孝
宗
が
､

毒
皇

(孝
宗
)
宣
諭
し
て
云
え
ら
-

｢朝
廷
の
用
人
は
才
を
以
て
し
､
安
ん
ぞ
科
第
を
論
ぜ
ん
や
｡
科
第
は
入
仕
の

一
途
に
過
ぎ
ざ
る
の

(
19)

み
｣
と
｡

と
言

っ
て
､
わ
ざ
わ
ざ
御
製
し
た
も
の
で
､
そ
の
中
に
は

(20
)

近
世
の
取
士
､
科
場
に
若
-
は
莫
し
｡
用
人
に
及
び
至
-
て
は
､
豊
に
常
に
此
れ
に
拘
わ
る
ぺ
け
ん
や
｡

と
あ
-
､
科
挙
の
人
材
採
用
手
段
と
し
て
の
有
用
性
は
認
め
る

一
方
､
そ
の
成
績
が
後
の
昇
進
や
ポ
ス
ト
任
命
に
ま
で
影
響
を
輿
え
る
こ
と
に

は
か
な
り
否
定
的
で
あ
る
｡
更
に

(
21
)

囲
朝
以
来
､
忠
厚
に
過
ぎ
､
宰
相
に
し
て
園
を
誤
ら
せ
る
者
､
大
将
に
し
て
軍
を
覆
え
す
者
､
皆
未
だ
嘗
て
之
を
諌
我
せ
ず

｡

と
ま
で
言

っ
て
い
る
｡
文
治
主
義
を
と
っ
て
き
た
末
代
で
は
､
こ
れ
ま
で
宰
相
の
み
な
ら
ず
軍
の
最
高
司
令
官
に
は
士
大
夫
ら
が
任
じ
ら
れ
て

き
た
｡
そ
の
彼
ら
が
た
と
え
失
策
を
犯
し
て
も
庭
罰
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
厳
し
-
批
判
し
､
｢諌
我
｣
と
い
う
言
葉
ま
で

持
ち
出
し
､
厳
罰
主
義
を
以
て
望
む
こ
と
を
言

っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
士
大
夫
ら
に
封
す
る
厳
し
い
見
方
が
窺
え
る
｡

繰
-
返
す
が
､
す
で
に
北
宋

一
六
〇
年
を
経
て
､
士
大
夫
に
と
っ
て
科
挙
の
突
破
は
官
僚
と
な
る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
､
そ
れ
自
腰
が

一

種
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
あ
-
､
自
ら
が
知
識
人
た
る
こ
と
を
保
澄
す
る
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
孝
宗
は

｢科
挙
及
第
｣

｢科
挙
出
身
｣
と
い
う
こ
と
で
士
大
夫
を
特
別
税
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
｡
こ
れ
は
宋
王
朝
の
基
本
理
念
と
も
い
う
べ
き
文
臣
士
大
夫
支
配
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懐
制
に
野
す
る
反
馨
で
あ
-
､
大

い
に
注
目
す
べ
き
聾
言
で
あ
る
｡

つ
ま
-
孝
宗
の
統
治
理
念
に
お
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
歴
代
の
皇
帝
が
常
然

と
し
て
き
た
科
挙
合
格
者
に
よ
る
囲
政
運
営
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
事
あ
る
ご
と
に
孝
宗
は
士
大
夫

へ
の
反
馨
と
と
れ
る
聾
三口

を
繰
-
返
す
｡

(
22
)

｢近
時
の
儒
者
多
-
高
談
し
､
薯
用
無
し

｡

｣

(23
)

上

丙
煙
に
諭
し
て
日
-

｢卿
宙
に
先
ず
士
大
夫
の
風
俗
を
正
す
べ
し
｣
と
｡(24

)

上
目
-

｢今
の
士
大
夫

文
を
能
-
す
る
者
多
-
､
道
を
知
る
者
少
な
し
｣
と
｡

(25
)

上
又
た
日
-

｢
･･････士
大
夫
好
ん
で
高
論
を
為
し
､
而
し
て
賓
に
務
め
ず
､
却

っ
て
之
を
言
う
を
恥
ず
｣
と
｡

つ
ま
-
孝
宗
は
､
そ
の
士
大
夫

へ
の
強

い
不
信
感
か
ら
武
臣
に
封
す
る
積
極
的
な
政
策
を
賓
施
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
､
で
は
ど
う
し
て
孝
宗
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持

つ
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
つ
に
は
す
で
に
幾
人
か
の
方
々
が
指
摘
す
る
よ
う

(
26)

に
､
や
は
-
先
代
高
宗
朝
の
政
治
を
牛
耳

っ
た
権
臣
秦
槍

の
存
在
が
大
き
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

秦
槍
時
代
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
場
に
槍
の

(
27)

勢
力
が
扶
植
さ
れ
て
､
皇
帝
高
宗
は
全
-
無
力
で
あ

っ
た

｡

孝
宗
は
宰
執
を
短
期
間
で
交
替
さ
せ
る
こ
と
で
､
そ
こ
ま
で
強
大
化
し
た
宰
相
ら

の
権
力
を
抑
制
し
､
秦
槍
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
権
臣
宰
相
の
出
現
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
も
う

一
つ
の
理
由
と
し
て
､
従
来
の
宰
執
群

の
政
治
運
営
機
能
が
不
健
全
に
な

っ
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ

う
｡
孝
宗
朝
に
は
そ
の
初
期
に
封
金
政
策
を
め
ぐ

っ
て
和
戦
両
液
の
争

い
が
あ
-
､
隆
興
和
議
が
成
立
し
た
あ
と
で
も

陳
磨
求

(俊
卿
)
嘗
て
孝
宗
に
告
げ
て
日
-

｢近
時
宰
相
罷
去
せ
ば
､
則
ち
用

い
し
所
の
人
､
賢
否
を
問
わ
ず
､

一
切
犀
棄
す
｡
此
れ
鈎

薫
の
漸
に
し
て
､
国
家
の
福
に
非
ざ
る
な
り
｣
と
｡
-
-
王
季
海

(港
)
言
え
ら
-

｢
一
宰
相
去
れ
ば
､
用
い
し
所
の
者
皆
な
去
る
､
此

(28
)

れ
唐
李

の
真
相
の
胎
な
-
｣
と
｡

と
い

う
よ
う
な
朋
薫
政
治
の
気
配

が
濃
厚
に
な

っ
て
し
ま
っ
て

い
た
｡

士
大
夫
の
朋
薫
化
に
封
し
て
は
孝
宗
も
大
き
な
注
意
を
向
け
て
お

-
､

(
29
)

特
に

宰
執

･
大
臣
ら
に
封
し
て
は
自
宅

で
の
接
客
を
制
限
す
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
が
､
そ
れ
は
単
な
る
杷
憂

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
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さ
ら
に
も

っ
と
大
き
な
理
由
と
し
て
､
士
大
夫
ら
に
清
談

の
風
が
流
行
し
て
お
-
､
賓
務
を
嫌
う
傾
向

に
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(
30
)

｢須
入
｣
の
規
定
を
強
化
し
て
薯
際
の
政
治
経
験
を
課
す
こ
と
に
す
る
な
ど

､

孝
宗
は
要
務
能
力
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
が
､
そ
の
孝
宗

が

上

璽
書
を
賜

い
て
日
-

｢近
世
の
書
生
は
但
だ
清
談
に
務
め
､
経
絡

の
賓
才
は
蓋
し
未
だ
之
を
見
ず
､
朕
是
を
以
て
毎
に
東
晋
の
憂

い

有
り :rl
｣ ＼-

と
｡

■■

(32
)

上
目
-

｢今
の
士
大
夫
微
や
西
晋
の
風
有
-
｣
と
｡

(
33
)

上
目
-

｢
･･････後
世
の
儒
者
､
清
談
を
筒
び
､
理
財
を
以
て
俗
務
と
為
す
､
本
を
知
ら
ず
と
謂
う
可
し
｣
と

｡

(
34)

と
､
士
大
夫
盾
を
非
難
す
る
の
に
た
び
た
び
西
晋

･
束
晋
時
代
を
引
き
合

い
に
出
し
て
い
る
の
は

､

孝
宗
か
ら
見
れ
ば
､
育
代
清
談
に
か
ま
け

て
い
た
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

陳
亮
も

士
と
為
る
者

文
章
行
義
を
言
う
を
恥
じ
､
而
し
て
日
-

｢心
を
蓋
-
し
性
を
知
る
｣
と
｡
官
に
居
る
者

政
事
書
判
を
言
う
を
恥
じ
､
而

(35
)

し
て
日
-

｢道
を
学
び
人
を
愛
す
｣
と
｡

と
言

い
､
来
貢
も

さ
わ

(
36
)

秀
才
好
ん
で
虚
論

の
事
を
立
て
､
朝
廷
綾
か
に

一
事
を
倣
せ
ば
､
問
閑
地
と
し
て
問

ぎ
過
ぎ
了
り
､
事
又
た
只
だ
休
む
の
み

｡

(
37)

と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
そ
の
雰
囲
気
は
多
-
の
も
の
が
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

｡

(
38
)

賓
際
､
昔
時
の
士
大
夫
に
は
財
政
関
係
の
官
職
に
就
き
た
が
ら
な
い
傾
向
が
あ
-
､
孝
宗
が
そ
の
人
事
に
苦
慮
す
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
｡

そ
し

て

(
39
)

｢中
都
の
官

初
め
よ
-
清
濁
を
分
か
た
ず

｡

｣

と
い
う
孝
宗

の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
､
そ
の
就
任
反
封
に
清
流

･
濁
流
を
理
由
と
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
官
に
清
濁
の
思
想
を
持
ち
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出
し
て
賓
務
を
嫌
う
の
は
ま
さ
に
中
世
貴
族
の
風
で
あ
-
､
こ
の
時
代
､
科
挙
を
突
破
し
た
士
大
夫
た
ち
の
思
考
の
中
に
､
政
権
を
拾
う
と
い

う
自
負
で
は
な
-
､
か
つ
て
の
貴
族
と
同
じ
-
特
権
階
級
と
し
て
の
高
慢
な
意
識
が
充
満
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
結
果

｢大
臣

事

(
40)

に
任
え
ず
｣
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
職
務
遂
行
に
重
大
な
支
障
を
来
す
よ
う
に
な

っ
て
い
た

｡

こ
こ
に
至

っ
て
孝
宗
は
､
賓
際
政
治
を
士
大
夫
に

(
41)

任
せ
る
こ
と
に
強
い
不
満
を
抱
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

｡

以
上
､
孝
宗
が
武
臣

･
宗
室
な
ど
の
科
挙
士
大
夫
以
外
の
官
僚
を
積
極
的
に
活
用
し
た
背
景
に
は
､
士
大
夫

へ
の
強
い
不
信
感
が
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
第
二
の
秦
櫓
が
現
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
す
で
に
こ
の
時
代
､
士
大
夫
官
僚
に
よ
る
要
務
面

で
の
討
議
が
行
わ
れ
ず
､
薫
波
を
組
ん
で
の
争
い
に
終
始
し
て
お
-
､
賓
際
の
政
治
運
営
上
不
可
鉄
で
あ
る
経
済
政
策
か
ら
目
を
そ
む
け
る
な

ど
､
政
権
を
拾
え
る
状
態
に
な
か
っ
た
こ
と
に
孝
宗
が
強
い
不
満
を
抱
い
た
か
ら
で
も
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
孝
宗
は
従
来
の
士
大
夫
中
心
の
政
治

膿
制
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
､
皇
帝
を
中
心
と
し
た
親
政
腰
制
を
と
ろ
う
と
し
､
武
臣

･
無
出
身
文
臣

･
宗
室
ら
の
士
大
夫
以
外
の
階
層
を
積

極
的
に
重
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
孝
宗
朝
に
登
用
さ
れ
た
武
臣
た
ち
が

(
42
)

｢今
日
武
臣
を
登
用
す
る
は
､
武
臣
の
中
よ
-
文
未
を
有
す
る
者
を
選
用
す
る
に
過
ぎ
ず

｡

｣(
43
)

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
文
書
能
力
を
持

っ
た
者
た
ち
で
あ

っ
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
｡

(
44)

で
あ
る
か
ら
､
即
位
首
初
､
龍
大
淵

･
曾
親
ら
を
権
要
に
つ
け
よ
う
と
し
た
と
き
､

い
わ
ば
鉦
得
権
益
を
奪
わ
れ
た
文
臣
士
大
夫
が
反
発
を

す
る
こ
と
を
孝
宗
は
初
め
か
ら
漁
期
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
こ
の
件
に
関
し
て
の
反
野
意
見
は
こ
と
ご
と
-
無
税
し
､
反
野

者
全
員
を
左
遷
す
る
こ
と
ま
で
行

っ
た
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
全
-
の
士
大
夫
無
税
の
政
策
に
出
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

(
45)

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
多
-
の
士
大
夫
の
支
持
を
失
う
こ
と
に
な
る
し
､
そ
れ
で
は
宋
朝
も
立
ち
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡

後
世
士
大
夫
か

ら
高
い
評
債
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
､
孝
宗
は
う
ま
-
各
階
層
を
使
い
こ
な
し
た
も
の
と
言
え
る
｡
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第
二
章

宰
執
の
権
限
と
御
筆
政
治
の
展
開

10

■■

前
章
で
見
た
よ
う
に
､
孝
宗
は
賓
務
に
疎
い
士
大
夫
ら
か
ら
政
治
の
賓
権
を
奪
お
う
と
し
た
の
だ
が
､
そ
れ
で
は
賓
際
の
シ
ス
テ
ム
上
に
お

い
て
､
文
臣
腰
制
の
否
定
と
そ
れ
に
代
わ
る
皇
帝
親
政
腰
制
の
構
築
は
具
腰
的
に
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

乾
造
七
年

(
二

七
一
)
四
月
六
日
､
権
砥
部
侍
郎
の
周
必
大
は
四
事
を
上
言
し
､
そ
の
第

一
事
で
侍
従
の
更
な
る
重
用
を
主
張
し
て
い
る
｡

(46
)

や
は
-
昔
時
孝
宗
朝
に
お
い
て
そ
れ
だ
け
文
臣
侍
従
は
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
第
二
事
と
し
て

二
に
日
-
､
毒
諌
を
増
や
し
て
以
て
耳
目
を
贋
う
せ
ん
｡
臣
聞
-
な
ら
-
､
人
主
は
九
重
に
深
居
し
､
頼
-
て
以
て
中
外
の
利
害
を
周
知

(47
)

し
､
臣
下
の
邪
正
を
別
自
す
る
所
の
者
は
毒
諌
な
-
｡

と
墓
諌
力
の
回
復
す
べ
き
を
主
張
し
て
い
る
｡
本
来
宰
執
の
失
政
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
弾
劾
す
べ
き
存
在
で
あ
る
墓
諌
は
､
す
で
に
秦
櫓
時
代
以

(
48)

来
､
そ
の
控
制
に
あ

っ
て
宰
執
の

｢薫
羽
｣
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
｡

そ
こ
で
孝
宗
は
役
に
立
た
な
-
な
っ
て
い
た
墓
諌
ら
を
押
さ
え
込
む
｡

御
史
墓
の
長
官
で
あ
る
御
史
中
丞
は
孝
宗
朝
に
二
名
し
か
任
命
さ
れ
ず
､
特
に
乾
道
五
年
か
ら
淳
興

一
〇
年
ま
で
の

一
四
年
間
は
空
位
の
ま
ま

と
さ
れ
て
い
た
｡
つ
ま
-
こ
の
節
子
は
､
北
宋
以
来
政
策
論
争
の
普
事
者
で
あ

っ
た
宰
執
ら
侍
従
と
墓
諌
が
､
こ
の
時
期
機
能
を
果
た
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
孝
宗
朝
の
政
治
状
況
を
極
め
て
よ
-
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
孝
宗
が
自
ら
の
親
政
牒
制
を
確
立
す
る
た
め
に
行

っ
た
の
は
､
何
よ
-
も
命
令
系
統
の
確
保
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
行

っ
た
こ
と
の

一
つ
が
､
三
省
と
枢
密
院
を
乗
離
さ
せ
､
後
者
の
命
令
系
統
を
直
轄
下
に
お
-
こ
と
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
-
は
枢
密
院
の
事
務
長
で

あ
る
枢
密
都
承
旨
の
ポ
ス
ト
に
近
習
武
臣
を
任
命
し
､
そ
こ
で
の
命
令
文
書
を
中
書
門
下
を
経
由
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
だ
｡
安
部
氏
の
論

(
49)

考
は
こ
の
鮎
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
軍
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
孝
宗
が
積
極
的
に
御
筆
手
詔
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
も

っ
と
注
目
を
す
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
｡
『龍
川
集
』
巻
二

｢論
執
要
之
道
｣
で
陳
亮
が

- 10-
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(50
)

今
朝
廷
に

一
の
政
事
有
れ
ば
多
-
御
批
よ
-
出
で
､

一
の
委
任
有
れ
ば
多
-
特
旨
よ
-
出
ず
｡

と
言
う
よ
う
に
､
孝
宗
が
御
筆
を
下
す
例
語
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
｡

御
筆
手
詔
は
内
批

･
内
降
と
も
呼
ば
れ
北
宋
末
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
､
皇
帝
の
直
筆
に
よ
-
宮
中
か
ら
直
接
薯
施
機
関
に
ま
で
直
下
さ
れ

(
51)

る
｡
こ
の
あ
ら
た
な
利
敵
に
つ
い
て
は
す
で
に
徳
永
氏
の
研
究
が
あ
る
が

､

要
す
る
に
皇
帝
が
内
延
か
ら
下
し
た
命
令
が
､
そ
の
ま
ま
で
利
敵

(
52)

と
同
様
の
致
果
を
持

つ
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
末
代
は
皇
帝
猫
裁
腰
制
の
完
成
期
と
い
わ
れ
る
が
､
そ
れ
は
君
主
の
猫
断
を
認
め
る
も
の
で
は
決
し
て
な
-
､
そ
れ
に
先
立

つ
臣

下
へ
の
諮
問
と
官
僚
の
上
奏
､
百
官
群
の
合
議

･
合
意
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

一
旦
皇
帝
の
裁
可
を
経
た
も
の
も
､
中
書
舎
人

･
給

(
53)

事
中
ら
が
封
駁

･
奉
還
す
る
腰
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
政
治
形
態
に
つ
い
て
は
す
で
に
平
田
茂
樹
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

､

要

す
る
に
皇
帝

･
士
大
夫
閲
の
遣
-
敬
-
が
あ

っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
｡

孝
宗
が
目
指
し
た
の
は
こ
の
枠
組
み
を
襲
え
て
､
絶
封
的
な
皇
帝
権
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
､
そ
の
た
め
に
行

っ
た
の
が
皇
帝
か
ら
出
た

文
書
を
中
書

･
門
下
を
経
由
さ
せ
ず
に
薯
施
機
関
に
直
接
下
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
す
で
に
乾
道
四
年

(
二

六
八
)
七
月
に

- lil-

■■

(
54)

是
よ
-
先
､
禁
中
の
密
旨
は
諸
軍
に
直
下
し
､
宰
相
多
-
預
り
聞
か
ず

｡

(
55)

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
､
こ
の
と
き
孝
宗
の
信
頼
厚
い
陳
俊
卿
が
宰
相
と
な
-
､
孝
宗
に
強
諌
を
行
う
こ
と
で
よ
う
や
-

｢政
事
復
蹄
中
書
｣

(
56)

史
料
に
表
現
さ
れ
る
状
態
で
あ

っ
た
｡

と

ll

こ
れ
だ
け
で
な
-
さ
ら
に
俊
卿
は
百
官
に
封
し
て
､
孝
宗
よ
-
直
接
に
あ

っ
た
命
令
は
宰
執
に
報
告
し
て
審
査
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
､

(
57)

許
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
-
そ
れ
ま
で
は
各
機
関
か
ら
の
宰
執

へ
の
報
告
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
時
期
の
宰
執
は
ほ
と
ん
ど
政

策
に
開
輿
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
北
宋
神
宗
朝
の
規
定
に
お
い
て
は
御
筆
の
命
令
が
下
っ
て
き
た
ら
三
省
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ

(
58)

て
お
-

､

そ
の
タ
ガ
が
外
れ
た
こ
の
時
期
の
御
筆
は
､
ま
さ
に
最
高
法
規
と
な

っ
て
い
た
｡

こ
の
､
政
策
決
定
が
皇
帝
か
ら
直
接
に
賓
施
機
関
に
下
さ
れ
る
､
と
い
う
現
象
の
端
緒
は
､
す
で
に
孝
宗
即
位
直
後
の
隆
興
元
年

(
二

六

｣

｢
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)
に
あ
っ
た
｡
労
金
強
攻
策
に
反
封
で
あ
っ
た
常
時
の
宰
相
史
浩
に
暫
し
､
あ
-
ま
で
も
奮
領
恢
復
を
企
囲
す
る
孝
宗
は
中
書
門
下
を
経
由

(
59)

せ
ず
に
直
接
前
線
の
将
軍
に
命
令
を
下
し
､
結
果
史
浩
は
憤
慨
し
て
宰
相
を
辞
任
し
て
い
る

｡

も
と
藩
邸
の
奮
臣
で
信
任
厚
い
史
浩
に
お
い
て

こ
の
状
況
で
あ
る
｡
他
の
宰
相
の
場
合
は
論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡

さ
ら
に
こ
の
御
筆
制
度
に
加
え
､
輪
封
制
度
の
復
活
も
､
親
政
膿
制
構
築
に
大
き
-
寄
興
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
輪
封
と
は

『朝
野

類
要
』
に

か
わ
る
が
わ
る

(60
)

侍
従
よ
-
以
下
､
五
日
ご
と
に

輪

一
員
上
殿
し
､
之
を

｢輪
首
面
封
｣
と
謂
い
､
則
ち
必
ず
時
政
或
い
は
利
便
の
節
子
を
入
る
｡

と
あ
-
､
官
員
が
順
番
に
上
殿
し
て
時
政
の
利
弊
を
策
野
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢面
野
｣
の
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
皇
帝
の
面
前
に
お

(
61)

い
て
直
接
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
､
そ
の
成
立
は
太
租
の
建
隆
年
間
に
遡
る
と
い
う
が

､

『頼
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三

･
建
隆
三
年
二
月
甲

午
の
候
に
あ
る

詔
す
ら
-
､
自
今
五
日
ご
と
に
内
殿
起
居
す
る
に
､
百
官
は
次
を
以
て
轄
労
し
､
並
び
に
須
ら
-
時
政
の
得
失

･
朝
廷
の
急
務
を
指
険
し

(
62)

或
い
は
刑
獄
の
菟
濫

･
百
姓
の
疾
苦
､
威
な
宋
訪
以
聞
し
､
偽
お
須
ら
-
其
の
事
を
直
害
せ
よ
｡

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
｡
常
初
こ
れ
は

｢輪
封
｣
と
い
う
名
で
は
な
-
､
｢韓
封
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
､
『宋
合
要
』
に
お
い
て
は

両
者
は
別
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
内
容
か
ら
見
て
両
者
を
本
質
的
に
同
じ
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
-
､
『宋
曾
要
』
か
ら
は
､

(
63)

基
本
的
に
北
末
に
お
い
て

｢韓
封
｣
が
､
南
末
に
お
い
て

｢輪
封
｣
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

こ
れ
は
北
未
を
通
じ
て
徹
底

(
64)

し
た
薯
施
は
さ
れ
ず
に
興
慶
が
繰
-
返
さ
れ

､

南
宋
初
期
に
復
活
さ
れ
た
が
､
そ
の
際
に
細
か
な
違
い
が
見
ら
れ
る
｡
轄
封
が

『宋
史
』
巻

一

一
八

･
穫
志

｢百
官
韓
封
｣
に

｢限
以
二
人
｣
と
あ
-
､
二
人
ず
つ
の
奏
上
で
あ
っ
た
の
に
野
し
､
輪
封
は

｢輪

一
員
上
殿
｣
と
あ
る
の
で
順

番
に

一
人
ず
つ
奏
上
を
行

っ
た
も
の
ら
し
い
｡
こ
こ
か
ら

｢輪
封
｣
は
､
徐
人
を
交
え
る
こ
と
な
-
皇
帝
と

一
封

一
で
野
面

･
奏
上
す
る
も
の

で
あ
-
､
自
分
の
意
見
を
率
直
に
奏
上
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
｡
そ
の
た
め
秘
密
性
が
高
ま
-
､
結
果
と
し
て

ヽ
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諸
そ
進
封
せ
る
臣
僚
､
親
し
-
聖
語
を
聞
-
に
､
麿
に
記
注
す
べ
き
者
有
ら
ば
､

一
日
を
限
-
て
親
録
し
､
賓
封
し
て
門
下

･
中
書
後
省

(
65)

に
報
ぜ
し
め
ん
｣
と
｡

と
､
封
を
終
え
た
臣
僚
に
中
書
門
下
へ
の
報
告
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
だ
ろ

う
｡
南
末

の
こ
の
時
鮎
で
輪
封
は
､
秦
槍
で
す
ら
そ

(66)

の
制
度
を
嫌
が

っ
た
ほ
ど
､
宰
執
に
は
関
知
し
得
な
い
も

の
と
な

っ
て
い
た
｡

(
67
)

末
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
が

｢封
｣
と

｢議
｣
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
た
と
示
さ
れ
た
の
は
平
田
氏
で
あ
る
が

､

宰
相
の
権
限
の
縮
小
に
と
も

な

っ
て

｢議
｣
の
機
合
が
減
-
､
皇
帝
が
御
筆
と

い
う
命
令
手
段
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
｢輪
野
｣
を
含
む

｢野
｣
の
比
重
が
増
す
の
は

自
然
の
成
-
行
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
両
者
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
-
輪
封
で
得
た
意
見
を
す
ぐ
さ
ま
御
筆
に
よ

っ
て
行
下
し
､
そ
の
間
に
宰
執
の

介
入
を
認
め
な
い
膿
制
が
出
来
上
が

っ
た
の
で
あ
る
｡

(察
必
勝
)
鉦
に
封
す
る
を
得
､
六
事
を
陳
ぶ
る
こ
と
移
暑
た
-
｡
上

詰
難
反
覆
す
る
も
､
公

排
奏
す
る
こ
と
従
容
な
-
､
手
筆
も
て

(
68
)

外
に
付
し
施
行
せ
ら
る
る
者
多
し

｡

と
い
う
史
料
に
は
､
輪
封
に
よ

っ
て
臣
僚
の
意
見
を
聞
き
入
れ
れ
ば
､
す
ぐ
さ
ま
御
筆
に
よ

っ
て
施
行
機
関
に
命
令
を
下
す
姿
が
は

っ
き
-
と

表
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
時
期
､
宰
相
が
い
か
に
無
税
さ
れ
て
い
た
か
を
端
的
に
表
す
の
が
､
そ
の
室
位
時
期
の
長
さ
で
あ
る
｡
次
に
そ
の
期
間
を
示
せ
ば
､

乾
道
元
年

(
二

六
五
)
二
月

陳
康
伯
ら
罷
免

-
同
年

一
二
月

洪
道
就
任

(空
位
八
ケ
月
牛
)

- 13-
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乾
道
二
年

(
二

六
六
)
三
月

洪
逼
罷
免

乾
道
三
年

(
二

六
七
)

一
一月
葉
顕
ら
罷
免

乾
道
四
年

(
二

六
八
)
六
月

蒋
帯
罷
免

淳
配
…二
年

(
二

七
五
)
九
月

菓
衡
罷
免

-
同
年

一
二
月

菓
板
就
任

(空
位
九
ケ
月
)

-
四
年
二
月

薄
帯
就
任

(空
位
三
ケ
月
)

-
同
年

一
〇
月

薄
帯
再
任

(空
位
三
ケ
月
牛
)

(69
)

-
五
年
三
月

史
浩
就
任

(空
位
三
一
ケ
月
)

13

と
な
る
｡
こ
の
間
､
も
ち
ろ
ん
参
知
政
事
ら
執
政
が
代
行
を
し
て
い
た
の
だ
が
､
彼
ら
宰
執
に
政
策
運
営
が
完
全
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
状
態
で
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あ
れ
ば
､
そ
の
首
脳
陣
の
ー
ツ
プ
不
在
は
大
き
な
支
障
を
来
す
は
ず
で
あ
る
｡
士
大
夫
政
治
の
黄
金
時
代
と
い
わ
れ
る
北
宋
仁
宗
朝
に
お
い
て

は
､
宰
相
が
不
在
と
な
る
よ
う
な
事
態
は
全
-
起
こ
っ
て
い
な
い
｡
さ
ら
に
北
南
両
未
を
通
じ
て
宰
相
不
在
と
い
う
状
態
は
合
計
で
八
〇
ヶ
月

(
70)

牛
し
か
な
-
､

そ
の
う
ち
五
五
ケ
月
が
孝
宗
朝
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
期
の
政
策
運
営
に
関
し
て
宰
相
が
い
か
に
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
か
が
よ
-
分
か
る
だ
ろ
う
｡
特
に
淳
興
五
年

(
二

七
八
)
に
約
二
年
七
ケ
月
ぶ
-
に
宰
相
位
が
復
活
し
た
際
､
迎
え
ら
れ
た
史
浩
の
就
任

に
つ
い
て
は

又
た
特
に
洪
夫
人
の
誕
日
に
於
い
て
､
公
を
拝
し
て
相
と
為
し
､
尋
い
で
又
た
御
礼
有
-
､
径
ち
に
之
を
賜
い
て
､
日
-

｢丞
相
今
日
の

(
71)

正
謝
､
今
酒
呆
を
賜
い
て
太
夫
人
の
慶
と
為
し
､
丞
相
と
同
に
此
の
意
を
領
す
べ
し
｣
と

｡

と
あ
-
､
わ
ざ
わ
ざ
史
浩
の
母
洪
氏
の
誕
生
日
に
合
わ
せ
て
鮮
令
を
下
す
な
ど
､
必
要
に
迫
ら
れ
た
任
命
と
は
思
え
な
い
｡

も
と
も
と
こ
う
い
っ
た
宰
執
無
税
の
政
治
腰
制
が
可
能
と
な

っ
た
こ
と
に
は
､
先
代
高
宗
朝
の
秦
槍
専
政
腰
制
に
お
い
て
給
事
中

･
中
書
舎

人
ら
末
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
要
素
が
任
命
さ
れ
ず
､
そ
の
死
後
の
高
宗
親
政
期
に
至

っ
て
よ
う
や
-
三
省
の
機
能
は
復
活
し
た
と
さ

(72
)

れ
､

す
で
に
そ
の
基
盤
が
脆
弱
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
下
地
に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

と
も
か
-
､
こ
の
よ
う
に
し
て
孝
宗
は
政
治
の
賓
権
を
宰
執
よ
り
奪
い
取
-
､
『宋
史
』
巻
三
九
七

･
徐
誼
博
に(

73
)

孝
宗
臨
御
し
て
久
し
-
､
事
皆
な
上
に
て
決
し
､
執
政
は
惟
だ
奉
旨
し
て
行
う
の
み
､
華
下
多
-
恐
催
願
望
す
｡

と
記
さ
れ
る
よ
う
な
自
ら
を
中
心
と
す
る
皇
帝
親
政
腰
制
を
築
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
時
期
の
宰
執
群
は
政
治
力
を
奪
わ
れ
て
形
式
上

(

7

4)

の
存
在
に
過
ぎ
な
-
な
-
､
政
治
の
賓
権
は
皇
帝
側
に
握
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
昔
時
の
政
治
状
況
で
あ

った

｡

- 14-
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間
門
舎
人
に
つ
い
て

(

一

)

そ
の
特
徴
-

『朝
野
雑
記
』
を
も
と
に

■■

15

前
章
で
見
た
よ
う
に
､
孝
宗
の
親
政
僅
制
は
御
筆

･
輪
封
と
い
う
宰
相
ら
の
関
知
し
得
な
い
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
た
｡

そ
し
て
､
第

一
章
の
冒
頭
に
掲
げ
た
韓
元
吉
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
､
内
に
お
い
て
は
間
門
舎
人
が
､
外
に
お
い
て
は
武
臣
提
刑

･
知
州
が
そ

の
象
徴
的
な
存
在
で
あ

っ
た
｡
こ
の
章
で
は
そ
の
間
門
舎
人
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
う
｡

閤
門
舎
人
が
設
置
さ
れ
た
の
は
孝
宗
乾
道
六
年

(
二

七
〇
)
の
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
よ
り
先
､
北
宋
時
代
か
ら
武
臣
の
中
に
閤
職
な
る

(
75)

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
た

｡

北
未
に
お
い
て
は
閤
門
通
事
舎
人
､
閤
門
砥
候
の
二
つ
の
閤
職
が
あ
-
､
通
事
舎
人
は
の
ち
政
和
年
間

(
二

二

-
一
七
)
に
閤
門
宣
賛
舎
人
と
改
構
さ
れ
た
｡
も
と
も
と
閤
職
は
宮
廷
内
の
儀
薩
の
取
-
締
ま
-
を
司
る
と
さ
れ
た
が
､
そ
の
賓
職

を
持

つ
者
は
少
な
-
､
多
-
は
武
臣
の
名
著
稀
鋸
で
あ
り
､
そ
の
鮎
文
臣
の
館
職
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
『宋
史
』
巻

一
六
六

･
職

官
志

･
東
西
上
閤
門
候
に

監
察
御
史
胡
舜
防
奏
す
ら
-

｢閤
門
の
職
､
租
宗
重
ん
ず
る
所
､
宣
質
は
三
五
人
に
過
ぎ
ず
､
配
違
丁
の
問
､
通
事
舎
人
は
十
三
員
､
砥
候

は
六
人
､
昔
時
議
者
は
猶
お
以
て
多
L
と
為
す
｡
今

舎
人
は

l
百
八
員
､
砥
候
は
七
十
六
員
､
看
班
は
四
員
の
内
､
職
を
兎
ぜ
ら
れ
し

(76
)

者
は
二
百
三
員
な
-
｣
と
｡

と
あ
る
如
-
､
北
宋
末
に
お
い
て
濫
費
さ
れ
た
た
め
､
そ
の
地
位
が
低
下
し
て
い
た
｡
そ
こ
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
の
が
閤
門
舎
人
で
あ
る
｡

乾
道
六
年
､
上

閤
門
の
選
を
清
う
せ
ん
と
欲
し
､
宣
質
舎
人

･
閤
門
砥
候
の
膏
に
偽
り
て
賛
引
の
職
を
通
掌
す
る
を
除
-
の
外
､
閤
門

(
77)

舎
人
十
員
を
置
き
､
以
て
武
拳
の
入
官
す
る
者
を
待
す

｡

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
『朝
野
雑
記
』
で
は
甲
集
巻

一
〇
･
閤
門
で
閤
門
舎
人
に
つ
い
て
述
べ
て
お
-

- 15-
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閤
門
､
右
列
の
清
選
な
-
｡
-
-
乾
道
の
問
､
孝
宗
始
め
て
儒
臣
館
閥
の
制
に
倣
い
､
増
し
て
閤
門
舎
人
を
置
き
､
以
て
武
拳
の
入
官
す

る
者
を
待
し
､
先
ず
召
試
し
て
而
し
て
後
に
命
ず
｡
又
た
轄
封
を
許
す
こ
と
職
事
官
の
如
-
し
､
供
職
し
て
二
年
満
ち
れ
ば
達
郡
を
輿
え
､

遂
に
戎
帥

･
部
刺
史
の
選
と
為
す
と
云
う
｡
近
歳
の
熊
提
刑
飛

･
誰
知
閤
配
州戟

･
妾
節
使
特
立
の
進
む
は
､
皆
な
此
の
階
よ
-
し
､
故
に

(
78)

武
臣

舎
人
を
以
て
浦
安
と
為
す
｡

と
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
､
基
本
的
に
武
拳
合
格
者
を
封
象
と
し
､
さ
ら
に
召
試
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
｡
閤
門
舎
人
は
輪
封

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
｡
閤
門
舎
人
を
二
年
供
職
す
れ
ば
連
域
の
知
州
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
｡
以
上
の
三
鮎
が
判
明
す
る
｡
以
下
こ
れ
ら

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
思
う
｡

ま
ず
召
試
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
普
初
か
ら
閤
職
と
し
て
の
鑑
定
事
項
で
あ

っ
た
ら
し
-
､
『宋
合
要
』
職
官
三
四
-
八
に
は
乾
道

六
年
八
月
に
閤
門
舎
人
設
置
を
停
え
た
あ
と
で
､
宣
賛
舎
人

･
砥
候
と
と
も
に

並
び
に
先
ず
召
し
て
中
書
省
に
赴
か
せ
､
時
務
策

一
道
を
試
し
､
八
百
字
以
上
に
限
る
｡
井
び
に
歩
射
七
斗
､
弓
四
箭
を
試
し
､
学
に
就

(
79)

き
て
引
試
す
｡
如
し
格
に
磨
ぜ
ば
､
則
ち
旨
を
収
り
除
授
す

｡

と
述
べ
､
閤
職
に
屠
す
る
も
の
は
､
ま
ず
策
間
の
筆
記
試
験
を
､
さ
ら
に
弓
術
の
試
験
を
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
｡
薯
際
に
孝
宗
朝
の
閤
門
舎
人

(
80)

(
81)

(
82)

趨
介
も
､

寧
宗
朝
の
属
仲
方
も

､

理
宗
朝
の
王
定
も
召
試
を
受
け
て
舎
人
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
具
腰
的
な
策
間
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､

マ
マ

『周
益
文
忠
公
集
』
巻

一
〇
〇
に

｢中
書
後
省
召
試
開
門
舎
人
策
間

一
首

〔正
月
二
十
六
日
燕
柄
〕｣
が
残
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
を
見
る
と
､
先

に

｢時
務
策
｣
と
は
あ

っ
た
も
の
の
賓
際
に
は
時
事
問
題
だ
け
で
は
な
-
､
故
事
を
も
と
に
し
た
解
程
の
問
題
も
出
題
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

(
83)

る

｡

ま
た
先
に
見
た

『宋
合
要
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
間
門
舎
人
の
召
試
は
中
書
省
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
｡
詳
し
-
い
え
ば

『周
益
文
忠
公

集
』
の
著
者
周
必
大
は
乾
道
八
年

(
二

七
二
)
正
月
に
砥
部
侍
郎
棄
権
中
書
舎
人
に
任
じ
ら
れ
て
お
-
､
常
時
中
書
舎
人
は
中
書
後
省
の
長

(84
)

官
で
あ

っ
た
か
ら
､
召
試
の
問
題
作
成
は
中
書
後
省
で
中
書
舎
人
が
行

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
閤
門
舎
人
趨
介
の
墓
誌
銘
に

｢初
め
孝
宗
此
の
官
を
置
き
､
文
臣
の
館
職
に
税
べ
､
舎
人
院
に
封
策
し
て
､
而
し
て
後
に
除
す
｡｣
と
中
書
舎
人
院
で
召
試
が
お
こ
な
わ
れ

- 16-
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(
85
)

た
と
す
る
記
録
と
符
合
す
る

｡

ち
な
み
に

『宋
合
要
』
職
官

一
-
七
八
に
あ
る
中
書
後
省
の
職
掌
の
一
に

｢人
を
召
試
す
る
に
衆
議
し
て
選
題

(
86)

し
､
試
畢
-
考
試
定
ま
れ
ば
､
三
省
に
赦
申
す

｡

｣
と
あ
る
が
､
こ
の

｢召
試
｣
に
は
文
臣
館
職
と
武
臣
閤
職
の
南
方
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ

(
87)

と
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は
模
鈴
が

『攻
娩
集
』
巻
二
九

｢赦
李
謙
召
試
閤
門
舎
人
｣
の
中
で

(
88
)

臣
窃
か
に
惟
う
に
武
臣
の
閤
門
舎
人
を
召
試
す
る
は
､
文
臣
の
館
職
を
召
試
す
る
と
異
な
る
無
し

｡

と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

さ
て
こ
の
状
況
が
奨
化
す
る
の
は
光
宗
の
と
き
の
こ
と
で

『宋
史
全
文
』
巻
二
八

･
紹
配
…二
年
九
月
丁
卯
に
は

是
に
至
-
､
(蒋
)
介
に
召
試
の
命
有
-
｡
丞
相
葛
都
言
え
ら
-

｢介
は
武
拳
第

一
人
な
れ
ば
､
乞
う
ら
-
は
試
を
免
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
｣

(
89)

と
｡
上
之
れ
に
従
う
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
閤
門
舎
人
の
た
め
の
召
試
は
紹
興
二
年

(
二

九
一
)
以
降
は
武
拳
状
元
は
免
除
さ
れ
､
さ
ら
に
嘉
泰
元
年

(
二
一〇

一
)
に
は

(90
)

嘉
泰
元
年
十
二
月
二
十
六
日
､
詔
す
ら
-
今
後
閤
門
舎
人
を
召
試
す
る
に
､
必
ず
右
科
前
名
の
士
を
揮
ぶ
｡

と
い
う
詔
が
出
さ
れ
て
武
拳
上
位
合
格
者
の
全
面
的
な
優
位
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
の
ち
元
代
に
至

っ
て
方
回
が

『績
古
今
敦
』
巻
五
で

閤
門
舎
人
の
如
き
は
則
ち
孝
廟
初
め
て
置
き
､
以
て
武
拳
状
元
を
庭
ら
し
め
､
試
せ
ず
し
て
而
し
て
除
す
｡
徐
の
武
拳
名
士
は
策

一
道
を

(91
)

召
試
し
て
而
し
て
除
す
｡
以
て
文
臣
館
職
に
比
う
｡

と
述
べ
､
す
で
に
孝
宗
の
頃
か
ら
武
拳
状
元
は
無
候
件
で
閤
門
舎
人
に
な
っ
て
い
た
と
勘
違
い
す
る
ほ
ど
武
拳
合
格
者
と
閤
門
舎
人
の
関
係
は

密
接
に
な
っ
て
い
っ
た
｡

次
に
輪
封
に
つ
い
て
｡
閤
門
舎
人
の
参
加
が
許
可
さ
れ
た
の
は
乾
道
七
年

(
二

七
一
)､
つ
ま
り
舎
人
設
置
の
翌
年
で
あ
る
｡

(92
)

詔
す
ら
-
閤
門
舎
人
は
自
今
文
臣
の
館
閥
に
依
-
､
次
を
以
て
輪
封
せ
よ
｡

こ
れ
に
よ
-
閤
門
舎
人
は
輪
封
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
｡

- 17-
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前
章
で
見
た
よ
う
に
､
こ
の
時
鮎
で
輪
封
は
孝
宗
親
政
膿
制
を
支
え
る
も
の
と
し
て
重
要
性
が
槍
し
て
き
て
お
-
､
御
筆
に
よ
っ
て
政
策
薯

行
に
直
接
反
映
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
こ
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
｡
朱
書
が
経
界

法
を
論
じ
た
際
に

往
時
閤
門
舎
人
林
宗
臣
な
る
者
有
-
､
亦
た
丞
相
の
邑
子
な
-
て
､
嘗
て
秦
野
に
因
り
て
論
ず
る
に
此
の
事
に
及
び
､
其
の
言
憤
激
痛
切
､

(
9

3)

蓋
し
指
す
所
有
-
｡
今
の
泉
の
貧
民
悠
士
､
八
人
能
-
之
を
諸
道
し
､
公
議
良
心
､
眠
没
す
べ
か
ら
ず

｡

と
言

っ
て
お
-
､
こ
こ
で
い
う

｢秦
野
｣
と
は
輪
封
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
閤
門
舎
人
が
政
策
の
立
案
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
如
賓
に

示
し
て
お
-
､
同
時
に
そ
の
内
容
が
地
方
に
ま
で
詳
細
に
停
わ
っ
て
い
て
､
そ
の
影
響
力
が
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
｡緯

い
て
知
州
轄
任
に
つ
い
て
｡
『朝
野
雑
記
』
等
の
記
述
に
よ
れ
ば
､
閤
門
舎
人
を
二
年
供
職
す
れ
ば
達
域
の
知
州
に
轄
じ
る
､
と
さ
れ
て

い

た

が

､

一
方

『宋
合
要
』
職
官
三
四
-
八
に
は

詔
す
ら
-

｢閤
門
舎
人
､
如
し
供
職
十
年
に
及
び
､
外
任
に
補
さ
れ
ん
こ
と
を
願
う
者
､
並
び
に
宜
し
-
優
具
し
､
郡
主
差
遣
を
輿
う
べ

(
94)

し
｣
と
｡

と
あ
る
｡
こ
こ
に
あ
る

｢外
任
｣
が
知
州
差
遣
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
､
そ
れ
ぞ
れ
特
任
ま
で
の
供
職
期
間
が

｢
二
年
｣
と

｢十
年
｣
で

違

っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
詳
し
-
は

『南
朝
聖
政
』
巻
五
五

･
淳
配
州四
年
七
月
丙
午
候
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢昨
ご
ろ
得
た
る
旨
に

『間
門
舎
人
黄
夷
行
に
郡
臣
を
輿
う
可
し
』
と
｡
退
き
て
之
を
考
う
る
に
､
則
ち
資
歴
筒
お
浅
-
､
外
に
在
る
こ

と
止
だ
数
月
､
間
門
に
到
-
て
綾
か
に
二
年
な
る
の
み
｡
陛
下
の
用
人
は
常
に
資
歴
を
問
う
べ
か
ら
ず
と
雄
も
､
然
れ
ど
も
近
-
方
め
て

閤
門
舎
人
格
目
を
立
つ
｡｣
上
目
わ
-

｢若
し
資
歴
を
用
い
ざ
れ
ば
､
則
ち
他
人
皆
な
詞
有
り
､
須
ら
-
資
歴
を
用
う
る
を
得
べ
き
な
-
｡

閤
門
舎
人
は
幾
年
に
て
常
に
郡
を
得
べ
き
や
｡｣
趨
雄
奏
す
ら
-

｢近
-
降
せ
る
指
揮
､
開
陸
の
後
､
更
に
二
年
を
歴
る
を
須
ち
て
外
に

補
す
者
に
郡
を
輿
う
る
は
､
則
ち
有
出
身
人
は
六
年
､
無
出
身
人
は
八
年
も
て
方
め
て
可
な
り
｡
今
夷
行
は
綾
か
に
二
年
牛
を
歴
る
の

- 18-
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(
95
)

み
｣
と

｡

こ
こ
に
閤
門
舎
人
の
昇
進
ル
ー
ト
が
詳
し
-
述
べ
ら
れ
て
お
-
､
こ
れ
に
よ
る
と
常
時
閤
門
舎
人
格
目
が
定
め
ら
れ
､
や
は
-
そ
の
中
で
閤
門

舎
人
と
な
っ
て
か
ら
二
年
で
郡
差
遣
を
輿
え
る
､
と
さ
れ
て
い
た
｡
黄
夷
行
の
場
合
､
こ
の
候
件
は
ク
リ
ア
し
て
い
た
も
の
の
､
閤
門
舎
人
就

任
以
前
の
在
外
差
遣
が
数
ヶ
月
で
､
合
計
二
年
牛
の
資
歴
し
か
無
い
た
め
､
資
歴
年
数
が
武
拳
合
格
者
で
あ
れ
ば
六
年
､
そ
れ
以
外
の
入
途
で

あ
れ
ば
八
年
が
必
要
､
と
い
う
規
定
を
満
た
せ
ず
､
資
格
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
｡

つ
ま
-
､
間
門
舎
人
を
二
年
以
上
勤
め
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
､
出
仕
し
て
か
ら
の
合
計
資
歴
も

〓
疋
の
年
数
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
｡
先
の

『宋
合
要
』
の
記
事
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
乾
道
六
年

(
二

七
〇
)
で
は
そ
れ
が
十
年
で
あ

っ
た
も
の
が
､
淳
配
州四
年

(
二

七
七
)
時
鮎
で

｢近
-
降
せ
る
指
揮
｣
に
よ
-
出
身
別
で
六
年
と
八
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
同
年
三
月
に

己
降
の
指
揮
に
照
ら
す
に
､
履
歴

･
考
任
の
格
に
癒
じ
て
､
方
め
て
郡
を
輿
う
る
を
許
す
｡
是
よ
-
先
淳
興
四
年
三
月
の
詔
に
､
閤
門
舎

(96
)

人
は
秘
書
丞
の
例
に
依
-
､
親
民
資
序
を
理
え
て
後
､
供
職
し
て
賓
に
二
年
を
歴
､
外
に
補
せ
ら
る
る
を
乞
わ
ば
知
州
差
遣
を
輿
う
｡

と
､
閤
門
舎
人
以
前
に
ま
ず
親
民
資
序
を
持

つ
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
南
宋
中
期
に
お
い
て
武
臣
が
親
民
資
序
に
昇

格
す
る
の
に
､
武
拳

･
軍
班

･
武
嚢
特
奏
名
出
身
者
は
南
任
四
考

(二
任
四
年
)､
そ
の
他
の
出
身
が
南
任
六
考

(二
任
六
年
)
だ

っ
た
こ
と
を

(97
)

考
え
れ
ば
､
そ
れ
ぞ
れ
に
閤
門
舎
人
と
し
て
の
二
年
間
を
足
し
た
六
年

･
八
年
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
閤
門
舎
人
の
あ
と
知
州
差
遣
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
は
､
察
必
勝
や
席
仲
方
が
そ
れ
ぞ
れ
知
濃
州

･
知
安
豊
軍
と
な
っ
た
こ
と
と

(
98)

符
合
す
る
の
だ
が

､

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
外
任
に
特
出
す
る
際
に
果
た
し
て
閤
門
舎
人
の
閤
職
を
帯
び
た
ま
ま
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か

で
あ
る
｡
林
峠
は

『宋
詩
紀
事
』
巻
五
九
に

｢三
山
の
人
｡
右
科
首
選
｡
慶
元
中
､
閤
門
舎
人
を
以
て
潮
州
に
守
た
り
｡｣
と
あ
-
､
こ
れ
を

見
る
限
り
閤
門
舎
人
を
帯
び
た
ま
ま
知
潮
州
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
陳
攻
も
同
様
で

『経
義
考
』
巻

一
八
九

｢春
秋
｣
所
引

『金
華
府
志
』

に
は
や
は
-

｢閤
門
舎
人
を
以
て
出
で
て
辰
州
に
知
た
-
｡｣
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
察
必
勝

･
属
仲
方
の
よ
う
に
中
央
に
お
い

て
閤
門
舎
人
を
つ
と
め
た
の
ち
知
州
に
轄
じ
､
再
び
中
央
に
戻

っ
た
と
き
に

｢復
た
閤
門
に
還
る
｣
と
表
現
さ
れ
る
者
も
お
-
､
現
在
の
史
料
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状
況
で
は
果
た
し
て
い
ず
れ
で
あ

っ
た
も
の
か
､
判
然
と
し
な
い
の
が
賓
情
で
あ
る
｡

と
も
か
-
彼
ら
は
間
門
舎
人
と
な
る
前
後
に
地
方
行
政
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
｡
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う

(99
)

に
文
臣
に
お
い
て
も

｢須
入
｣
が
励
行
さ
れ
た
時
期
に
あ

っ
て
､
孝
宗
が
特
に
地
方
政
治
の
経
験
を
重
要
視
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
繰

-
返
す
が
､
武
拳
合
格
者
が
そ
の
ま
ま
閤
門
舎
人
と
な
る
の
は
､
あ
-
ま
で
も
後
世
の
話
で
あ
る
｡

以
上
､
『朝
野
雑
記
』
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
き
た
閤
門
舎
人
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
主
に
武
拳
合
格
者
を
封
象
と
し

た
も
の
だ
が
､
中
書
舎
人
が
試
験
官
と
な
る
召
試
を
突
破
せ
ね
ば
な
ら
な
ら
ず
､
や
が
て
は
武
拳
出
身
者
の
無
候
件
任
用
が
な
さ
れ
た
｡
ま
た

輪
封
に
参
加
し
て
皇
帝
に
直
接
意
見
を
上
奏
で
き
､
そ
の
後
､
知
州
と
な
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
｡

■■

(

二)

側
近
性
に
つ
い
て

(
1-0
)

前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
閤
門
舎
人
に
つ
い
て
は
､
淳
興
五
年

(
二

七
八
)
九
月
､

孝
宗
が
秘
書
省
に
行
幸
し
た
際
､

(史
浩
)
乃
ち
奏
す
ら
-

｢閤
門
舎
人
は
方
に
以
て
館
職
に
比
ぶ
れ
ば
､
亦
た
常
に
西
庵
に
列
す
べ
し
､
崇
儒
矯
弊
､
皆
な
深
意
あ
-
｣

(
1-1)

と
｡
孝
宗
公
に
謂
わ
-

｢文
武
を
税
ぶ
る
こ
と

一
の
如
-
す
､
大
腰
を
得
た
る
な
-
｣
と

｡

と
い
う
や
-
と
り
が
見
ら
れ
る
｡
無
論
こ
こ
で
の
史
浩
の
行
動
は
､
後
半
の
孝
宗
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
そ
の
意
を
汲
ん
で
な
さ
れ

た
も
の
で
､
こ
の
よ
う
な
待
遇
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
､
孝
宗
の
肝
煎
り
で
創
置
さ
れ
た
閤
門
舎
人
の
重
要
性
は
何
と
言

っ
て
も
そ
の
側
近
性

に
あ

っ
た
｡

そ
の
こ
と
が
は
っ
き
-
と
わ
か
る
の
は
､
孝
宗
政
権
に
と

っ
て
重
大
で
あ

っ
た
御
筆
停
達
の
役
割
を
捨
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
前
章

で
見
た
よ
う
に
孝
宗
の
親
政
腰
制
の
大
き
な
柱
は
､
命
令
系
統
の
完
全
な
る
掌
握
で
あ
-
､
よ
ほ
ど
の
信
頼
を
お
け
る
者
に
し
か
､
そ
の
文
書

の
博
達
は
取
り
扱
わ
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
文
書
停
達
に
携
わ
っ
て
い
た
者
こ
そ
､
閤
門
舎
人
た
ち
で
あ

っ
た
｡
淳
興
五
年

(
一

一
七
八
)
九
月
､
陳
俊
卿
は
自
節
の
使
用
を
や
め
る
よ
う
上
言
し
た
際
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(1-2
)

是
の
時
､
御
前
多
-
自
節
子
を
行
い
､
率
ね
左
右
の
私
人
を
用
い
て
蛮
注
せ
し
む
｡

と
し
て
皇
帝
の
命
令
を
運
ん
で
い
た
の
が

｢左
右
の
私
人
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は
孝
宗
朝
の
こ
と
で
は
な
い
が
､
『密
斎
筆

記
』
巻
三
に

慶
元
二
年
丙
辰
､
余
丞
相

(端
穫
)

左
相
を
拝
す
に
､
権
直
院
博
舎
人
伯
寿
､
草
麻
し
首
聯
に
云
え
ら
-

｢天
乙
の
興
る
や
､
中
ロ
薯

に
左
相
馬
-
｣
と
｡
中
ロ
は
乃
ち
仲
聴
な
-
｡
閤
門
舎
人
讃
麻
す
る
に
､
鉦
に
讃
む
に
破
句
も
て
し
､
又
た
口
の
字
を
識
ら
ず
｡
昔
日
察

院
文
字
を
入
れ
､
讃
麻
せ
る
舎
人
を
罷
め
し
む
｡
旨
を
得
た
る
に
､
今
後
宣
麻
せ
る
人
､
学
士
と
同
に
鎖
宿
し
､
句
を
鮎
じ
て
之
に
輿
え
､

(
1-3)

以
て
宣
請
に
便
な
ら
し
む

｡

と
あ
-
､
『宋
史
』
巻
四

〇
二

･
安
丙
侍
に

(関
宿
)
七
年
春
､
(安
)
丙

崇
信
軍
節
度
使

･
開
府
儀
同
三
司

･
高
書
観
傍
を
授
け
ら
る
｡
閤
門
舎
人
聞
入
興
を
遣
-
て
錫
命
せ
し
め
､

(1-4
)

旋
節

･
金
印

･
衣
帯

･
鞍
馬
を
賜
う
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
閤
門
舎
人
は
皇
帝
か
ら
臣
下
に
下
さ
れ
る
最
初
の
命
令
の
俺
達
を
掌

っ
て
お
-
､
そ
れ
は
孝
宗
朝
に
お
け
る
働
き
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
､
先
の

｢左
右
の
私
人
｣
と
は
閤
門
舎
人
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
う
い
う
税
鮎
を
以
て
､
史
料
中
に
見
ら
れ
る
閤
門
舎
人
の
昇
進
過
程
を
確
認
す
る
と
､
経
歴
が
不
明
で
あ

っ
た
-
､
あ
る
い
は
金

へ
の
使

者
と
な
る
と
き
に
仮
に
肩
書
き
が
加
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
パ
タ
ー
ン
を
除
き
､
大
き
-
三
つ
の
系
統
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡

一
つ
は

外
任
に
出
た
あ
と
再
び
内
延
に
戻

っ
て
昇
進
し
て
い
-
タ
イ
プ
､
二
つ
め
は
そ
の
ま
ま
地
方
行
政
官
を
遷
任
す
る
タ
イ
プ
､
三
つ
目
は
地
方
武

臣
を
遷
任
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
｡
本
稿
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
は

一
つ
め
の
タ
イ
プ
で
あ
る
｡
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
､
す
で
に

度
々
名
の
挙
が
っ
た
察
必
勝
が
い
る
が
､
彼
は
葉
適

『水
心
文
集
』
巻

一
七
に
墓
誌
銘
が
残
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
履
歴
が
よ
-
分
か
る
人
物
で

あ
る
｡

察
必
勝
は
乾
道
二
年

(
二

六
六
)
の
武
拳
で
状
元
と
な
-
､
そ
の
後
閤
門
舎
人
が
設
置
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
召
試
に
癒
じ
て
そ
の
職
に
就
任
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【附表】 閤門舎人一覧表

※ 姓 名 履 歴 出 典

D 林秦臣 (隆興 1)武拳進士-閤門舎人 『淳照三山志』29

A 察必勝 武学-(乾造2)武状元一江東将領-東南十一牌-間門舎人- 『水心文集』17
知澄州-母喪-知召阿トー-知光州-閤門舎人一帯御器械-父卒
一帯御器械員外供職-(光宗)知間門専一(寧宗)知池州(建徳
願)-知楚州(慶元 3-5)-知慮州(慶元 5-嘉泰 1)一書州
刺史､提拳崇道観-知揚州-(嘉泰 3)辛

B 熊 飛 (乾道 2)武翠進士一成患部 .水軍統制(～乾道 7-)-思潮 『宋 合 要』 職 官 34-
那 .閤門舎人(-乾道 9-)一息訓郎 .閤門舎人(-淳輿 1-) 10,72-49,食貨8-41,兵
一武節大夫 .鋲江府駐節御前諸軍副都統制-持服-(淳輿13) 13-29,方城11-25,『宋
起復-知揚州(淳輿14-15)-浮川刺史 .知嚢陽府(淳畢15)- 史』河渠志,『(嘉慶)
知楚州(紹興 5-慶元2)-(慶元 2)降-官一武徳大夫 .揮州 鹿西通志』223｢熊飛
刺史-(慶元2)追繭官 .罷宮観 題名｣

B 林宗臣 (乾道8)武状元一裏陽府帥府権宜官-閤門舎人-知欽州 『宋曾要』選挙 18-5,『(嘉靖)龍渓願志』7

A 磨 材 (乾道 1.3.16)監行在膿軍激賞新酒庫-従義郎 .閤門舎人- 『宋曾要』職官7-31,食

(淳輿 3.8.1)乗同主管左右春坊-(淳幣 7)辛 貨 21-5,『聖政』55,『宋詩紀事補遺』44

C 陳 雷 閤門舎人-(淳畢 2)金団申議副使 『宋合要』職官51-26

C 張時珍 閤門舎人-(淳輿15)金使節 『聖政』64

C 蒋 介 (淳輿 2)武状元一(紹興4)間門舎人 .明州観察便-賀金高毒 『止斎先生集』14,『宋
B 副使-知利州-知嚢州(関宿1-3) 詩紀事補遺』54

D 王 斌 巌州知分水願(-淳畢 4-)-間門舎人一武節郎 .主管侍衛歩 『宋曾要』職官48-20,

軍司公専一(嘉定11)武翼大夫 .帯行違郡刺史 .在京宮観 62-16,『浦陽人物志』下 .方鳳 博

B 林 窯 (淳興11)武状元一(慶元中)間門舎人 .知潮州(慶元4-5)- 『宋詩紀事』59
知源州(嘉泰3-開繕 1)

D 江伯襲 (淳輿14)武拳第二名-閤門舎人-東南第十賂 『淳興三山志』30

C 林伯成 (淳興14)武拳進士-間門舎人(-慶元3-嘉泰4-)-(関宿 『宋合要』選挙21-7,刑

B 中)賀金正旦副使-閤門舎人-知高郵軍-知其州 法2-133,『淳畢三山志』30,『尊白堂集』5

D 熊 武 (淳輿14)武拳進士-閤門舎人(～嘉走 2-ll-) 『宋合要』選挙21-ll,『玉牒初革』嘉走11.4.発亥

B 王石孫 (淳幣中)武拳省元一緊陽願尉一興州機宜文字-閤門舎人- 『淳幣三山志』30
(関宿中)知高郵軍

D 席仲示羊 (紹畢 1)武状元一侍衛歩軍司計議官､武単語､間門舎人-蛋 『水心文集』22
金生辰副使-知安豊軍-閤門舎人-知和州-確度州-左領衛 ｢属領衛墓誌銘｣
中郎賂-建廉防守一左領街中郎婿-圭仙都敬一召阿トー-(素志
5)辛

A 妻特立 恩蔭-承信郎-(淳輿中)福建路兵馬副都監-檎賊-閤門舎人 『宋史』470
-太子宮左右春坊 .乗皇孫平陽王件讃-(光宗)知間門事一新
東馬歩軍副絶管-(寧宗)和州防禦使-外両-慶遺草節度使

A 誰照戟 太子宮左右春坊 .平陽王件讃-思川防禦便 .知間門事 『宋史』470

A 韓催肯 『止斎先生文集』11｢乗義郎韓俺胃特授閤門舎人｣

A 周 虎 (慶元 2)武状元一乗義郎 .殿前司護聖歩軍第一賂同正格一武 『漫塘集』32｢故馬帥
学諭 .間門舎人-金団賀生辰副使-知光州-知楚州一問繕北 周防禦墳誌｣,『(正徳)
伐で抗金一武功大夫-(嘉走 1)正任文州刺史-(同年)主管侍 姑蘇志』51
衛馬軍行司公専一(2年)成州圏繰便-(4年)侍衛馬軍都虞候
-(5年)帯御器械 .兼幹耕皇城司-提拳佑両観一敗知徽州-
(8年)自便-(10年)復元官-母丁憂-(理宗)和州防禦便-
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C 宋亀年 武節部 .間門舎人-(慶元 3)金団告哀副使 『宋曾要』檀34-25,『宋史全文』29上 .慶元3.ll.丁未

C 林可大 (慶元 6)金主告哀副使 『宋史全文』29上

C 陳良彪 (慶元 5)武状元一閤門舎人-賀生辰副使-(嘉走4)知畠州 『宋史全文』29下,『後楽集』1

D 戴 矩 閤門舎人(～嘉泰 1-) 『宋合要』職官34-10

D 林 管 閤門舎人 .武学博士(～嘉泰 1-) 『宋合要』選挙21-9,『尊自堂集』5

C 周師鋭 (嘉走 1)武状元 .乗義郎-間門舎人-(嘉走6)賀金主登位副 『宋合要』選挙8-22,
便 『宋史全文』30

D 林汝挟 (嘉走4)武状元一間門舎人 『宋曾要』選挙21-17,『淳輿三山志』31

B 王 是 (嘉走4)武拳絶倫異等-承節郎-従軍都鑓程官-(理宗)漸西 『宋史』408
副都監-鋸江計議官-知磨川 .乗沿蓮都巡検使-閤門舎人 .
武功大夫-知濠州-横班-知光州 .乗沿連都巡検便一書州刺
史-閤門舎人一連州刺史 .右屯衛大将軍 .衆知新川-涯西馬
歩郡副絶管 .東涯西瀞撃軍副都統制-提翠崇繕観-知高郵軍
-提巻雲毒観-左領軍衛大将軍-沿江制置副使司計議官-知
蕎昌軍-知新州

D 陳孝巌 (嘉走7)武拳特科進士-間門舎人 『淳畢三山志』31

C 呉 衡 閤門舎人-知閤門事 .乗客省四方館事(嘉走 1.1)金団通謝副 『宋曾要』職官51-44,
B 便-(嘉走2.5)在外宮観-知池州(嘉走4.12).宮観 74-41,『宋史全文』30

C 周 登 閤門舎人-(嘉走 1)賀金団登位副使-(嘉走2.9.20)放罷 『宋史全文』30,『宋合要』職官73-43

C 陳寓春 閤門舎人-(嘉走8)賀金主正旦副使 『宋史全文』30

B 陳 攻 (嘉走16)武拳進士-間門舎人 .知辰州 『経義考』189.｢春秋｣所引 『金華府志』

B 焦燥炎 (紹走2)武拳状元一閤門舎人 .涯西制司計議-知池川 .乗沿 『(嘉靖)寧囲府志』8
江制置-武功大夫 .知鋸江府

A 宋 煩 (端午2)武状元一間門舎人-知玩川-知横州-間門舎人 .知 『宋史』420
雷州一帯御器械 .乗幹耕皇城司-知興囲軍一度支部官-監察
御史 .兼崇政殿読書-右正言-殿中侍御史 .兼侍講-侍御史
-(賓柘6)左諌議大夫一端明殿学士 .答書枢密院事一同知枢
密院事-(開慶 1)参知政事 .兼知枢密院事-(景走1)知枢密
院事 .乗参知政事一乗太子賓客-(以奮職)知慶元府 .沿海制
置便-奉伺-(被弾劾)鹿川居住-(威淳4)自便-(5年)辛

D 黄南叔 (嘉興2)武拳進士-間門舎人 『淳輿三山志』32

D 播 樫 用父賞授右職-間門舎人 .福建兵鈴 『直密書録解題』20,『宋曾要』職官34-10

※間門舎人の昇進過程を以下の4種に分類 した｡
A:知閤門事など皇帝側近官
B:地方官を遷轄
C:金-の使節となる際に仮授
D:その他(不詳など)

注 :｢閤門舎人｣ と ｢閤門宣賛舎人｣はその名稀が近いことから混同して使用される可能性があ
る｡ 今回は,基本的に乾道六年の間門舎人設置以降は史料上においても両者は直別されるも
のと考え,｢間門舎人｣ と冠された人物を捜 し出した｡ しかし中には乾道年問の張延年のよ
うに,『玉海』巻34｢隆興御書詩｣においては ｢間門舎人｣とされるが,『宋合要』崇儒
6-22では ｢宣質舎人｣とされる人物 も存在する｡ 同様の例 として博昌朝 も,『斉東野語』巻
3｢紹輿内醒｣では ｢閤門舎人｣とされるが,『宋史』巻392･434では ｢宣賛舎人｣とされる｡

よって出来 うる限 り複数以上の史料 を探 し出しては見たが,単一史料 しかない陳雷 ･林可
大 ･陳商春などはグレーゾーンに入るかもしれない｡
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し
た
｡
そ
の
後
､
知
撞
州

･
知
郡
州
と
な
っ
て
轄
出
し
､
そ
の
間
母
の
憂
に
あ
た
っ
て
い
る
｡
注
目
さ
れ
る
の
は
地
方
か
ら
戻

っ
た
と
き
に
再

び
間
門
舎
人
と
な
-
､
そ
の
後
背
御
器
械
､
頼
い
て
知
閤
門
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
両
者
は
と
も
に
皇
帝
側
近
官
の
最
た
る
も
の
で

あ
-
､
孝
宗
即
位
直
後
に
起
こ
っ
た
枢
密
院
ポ
ス
ト
任
官
問
題
の
主
役
､
龍
大
淵

･
曾
観
の
両
者
が
就
い
て
い
た
官
で
あ
る
｡
こ
の
昇
進
パ

タ
ー
ン
は
察
必
勝
以
降
も
多
々
見
ら
れ
､
そ
れ
ら
の
人
物
は
や
が
て
宮
中
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持

つ
に
至

っ
て
い
る
｡
妾
特
立

･
誰
興

戟

･
周
虎

･
呉
衡

･
宋
慣
ら
が
そ
れ
で
あ
る
｡
察
必
勝
の
場
合
､
知
閤
門
事
に
な

っ
た
あ
と
､

遁
忠
走

西
府
に
在
-
､
密
か
に
内
樺
を
謀
ら
み
､
意
を
書
聖
に
達
す
べ
き
者
莫
き
を
念
う
｡
韓
催
冒
､
書
聖
の
甥
な
-
､
乃
ち
閤
門
察

必
勝
を
し
て
潜
か
に
之
を
告
げ
し
む
｡
催
冒
遂
に
知
省
の
開
樽
に
因
-
て
書
聖
に
目
す
｡
-
-
嘉
王
却
避
す
る
こ
と
再
三
､
催
冒

･
必
勝

(
1-5
)

扶
抱
し
て
御
楊
に
登
し
､
流
沸
被
面
す

｡

(
1-6
)

と
あ
-
､
嘉
王
=
寧
宗
擁
立
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
に
至

っ
て
い
る
｡

ま
た
､
そ
の
察
必
勝
と
と
も
に
寧
宗
擁
立
に
活
躍
し
､
後
に
は
必
勝
を
失
脚
さ
せ
た
韓
催
胃
も
､
か
つ
て
閤
門
舎
人
で
あ

っ
た
｡
彼
が
そ
の

後
趨
汝
愚
を
追
い
出
し
､
平
章
軍
団
事
と
し
て
専
権
を
振
る
い
､
最
後
に
は
関
宿
北
伐
の
失
敗
に
よ
っ
て
諌
殺
さ
れ
た
こ
と
は
大
奨
よ
-
知
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
が
､
彼
が
孝
宗
朝
に
お
い
て
閤
門
舎
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
今
ま
で
あ
ま
-
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
『止
斎
先
生
文
集
』

巻

二

に
は

｢乗
義
郎
韓
催
冒
特
授
閤
門
舎
人
｣
の
外
制
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
彼
も
ま
た
閤
門
舎
人
の
階
梯
を
経
て
知
閤
門
事
に
昇
進
し
た

一

人
で
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
閤
門
舎
人
か
ら
知
閤
門
事
に
昇

っ
た
あ
と
､
大
き
な
力
を
持

つ
に
至
る
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
両
者
に

は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

(察
必
勝
)
閤
門
舎
人
に
召
試
せ
ら
る
｡
(知
閤
門
事
)
曾
難

事
を
用
う
る
に
､
公
の
己
に
見
え
ん
こ
と
を
巽
い
､
故
に
衆
舎
人
を
召
し

た
が

(1-7
)

て
飲
む
も
､
軌
ち
合
期
に
差
い
､
同
列
屡
た
び
公
を
趣
す
も
､
公
社
-
を
肯
ん
ぜ
ず
｡

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
､
閤
門
舎
人
は
薯
質
的
に
知
閤
門
事
の
影
響
下
に
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
彼
ら
閤
門
舎
人
は
宮
中
で
行
動
す
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る
と
き
に
は
､
上
級
の
知
閤
門
事
に
よ
っ
て
そ
の
働
き
を
評
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
資
質
優
秀
と
判
断
さ
れ
た
者
が
､

の
ち
再
び
中
央
に
戻
さ
れ
て
､
皇
帝
側
近
官
と
し
て
昇
進
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
将
来
の
側
近
候
補
を
プ
ー
ル
し
て
お
-
た

め
の
儲
材
の
地
､
と
い
う
の
が
閤
門
舎
人
で
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
の
ち
に
侍
従
と
な
る
者
が
任
命
さ
れ
る
文
臣
の
館

職
と
比
較
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
､
両
者
は
同
じ
役
割
を
据
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
そ
れ
で
は
何
故
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
閤
門
舎
人
か
ら
知
閤
門
事

へ
の
昇
進
過
程
が
設
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
孝
宗
は

即
位
直
後
､
龍
大
淵

･
曾
観
を
知
閤
門
事
に
任
じ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
知
間
門
専
ら
上
級
の
武
臣
側
近
官
に
政
治
的
に
重
要
な
役

(
1-8)

割
を
期
待
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
知
間
門
専
ら
は
従
来

｢動
貴

･
外
戚
｣
の
任
じ
ら
れ
た
閤
職
で
あ
-
､

そ
の
任
命
に
極
め
て

至
公
性
の
乏
し
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
が
内
向
き
の
役
割
の
み
を
果
た
し
て
い
た
時
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
､

一
旦
こ
れ
に
政
治
的
な
立

ち
回
-
を
さ
せ
る
と
な
る
と
､
龍

･
曾
の
混
乱
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
特
に
士
大
夫
ら
の
反
馨
は
必
至
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
は
強
引
に
意
見
を

押
し
通
し
た
孝
宗
で
あ

っ
た
が
､
線
想
以
上
の
大
き
な
反
馨
に
そ
の
野
策
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ

た
の
が
閤
門
舎
人
で
あ

っ
た
｡

そ
う
考
え
た
と
き
､
先
に
見
た
閤
門
舎
人
選
抜
の
召
試
の
存
在
が
重
要
に
な

っ
て
-
る
｡
す
な
わ
ち
孝
宗
は
､
自
分
の
重
用
す
る
側
近
武
臣

が
単
な
る
侯
臣

･
倖
臣
と
見
ら
れ
な
い
た
め
に
､
あ
え
て
召
試
の
問
題
作
成
を
中
書
舎
人
を
は
じ
め
と
す
る
士
大
夫
た
ち
に
委
ね
た
の
で
あ
る
｡

新
設
さ
れ
た
閤
門
舎
人
に
は
過
去
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
無
-
､
更
に
文
臣
士
大
夫
た
ち
自
身
に
彼
ら
の
教
養
を
保
護
さ
せ
る
こ
と
で
､
間

違
い
な
-

｢清
要
｣
と
稀
さ
れ
る
存
在
と
な

っ
て
い
た
｡
さ
ら
に
こ
れ
は
武
拳
出
身
者
を
優
遇
す
る
面
も
備
え
て
お
-
､
そ
う
な
れ
ば
武
拳

･

召
試
の
二
段
階
に
お
い
て
士
大
夫
を
試
験
官
と
す
る
選
抜
試
験
を
-
ぐ
り
抜
け
､
そ
の

｢清
要
｣
性
は
ま
す
ま
す
保
澄
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
｡
つ
ま
-
閤
門
舎
人
の
昇
進
過
程
は
､
孝
宗
の
親
政
腰
制
に
必
要
な
側
近
集
圏
に
､
至
公
性
の
あ
る
優
秀
な
人
材
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
と

な

っ
て
い
た
の
だ
｡

孝
宗
は
御
筆

･
輪
封
に
よ
っ
て
皇
帝
親
政
を
薯
現
さ
せ
た
が
､
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(
1-9
)

孝
皇

商
機
を
猫
蓮
し
､
頗
る
近
習
を
以
て
大
臣
を
察
す

｡

と
端
的
に
王
癒
麟
が
言
う
よ
う
に
､
士
大
夫
を
抑
え
る
た
め
に
側
近
武
臣
ら
を
手
足
と
し
て
使

っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
側
近
武
臣
に
野
す
る
士
大

夫
ら
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
設
け
た
の
が
間
門
舎
人
で
あ

っ
た
｡

お

わ

り

に

■■

｢
は
じ
め
に
｣
で
述
べ
た
よ
う
に
､
安
部
氏
は
主
に
皇
帝
側
近
官
で
あ

っ
た
龍
大
淵

･
曾
観

･
張
説

･
王
拝
ら
の
分
析
を
通
じ
て
側
近
政
治

を
行

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
､
賓
際
に
は
以
上
に
見
た
よ
う
に
､
彼
ら
の
み
を
重
用
し
た
わ
け
で
は
な
-
､
武
臣
や
宗
室
ら
､
つ
ま
-
秤

挙
士
大
夫
屠
以
外
の
者
た
ち
を
積
極
的
に
登
用
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
原
因
と
し
て
､
こ
の
時
期
の
士
大
夫
に

議
論
倒
れ
の
風
潮
や
朋
薫
に
よ
る
業
況
争
い
と
い
っ
た
弊
害
の
み
が
目
立

つ
よ
う
に
な

っ
て
お
-
､
科
挙
の
あ
ま
-
に
も
大
き
-
な
-
す
ぎ
た

影
響
力
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
で
に
融
合
的
に
も
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
科
挙
を
､
単
な
る
出
仕
の

一
手

段
と
し
て
の
地
位
に
引
き
下
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
､
宋
朝
の
統
治
理
念
の

一
大
轄
換
で
あ

っ
た
｡
末
代
は

一
貫
し
て
科
挙
官
僚
の
み
を
重
用

し
た
､
と
い
う
考
え
は
､
少
な
-
と
も
こ
の
時
期
の
政
治
状
況
を
考
え
る
上
で
は
､
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

さ
て
､
こ
こ
で

一
つ
注
目
し
た
い
の
は
､
孝
宗
の
と

っ
た
手
法
は
賓
は
秦
槍
が
取

っ
た
も
の
と
相
通
ず
る
鮎
が
多
-
見
ら
れ
る
こ
と
だ
｡
寺

地
氏
の
秦
槍
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
､
秦
槍
専
政
の
要
素
は
､
宰
執
群
か
ら
の
超
越
､
墓
諌

･
言
事
官
に
よ
る
中
央
官
僚
機
構
の
支
配
､
地

方
官
に
野
す
る
支
配
､
内
廷
寵
臣
や
皇
后
と
の
連
携
､
姻
戚
関
係
の
樹
立
に
よ
る
皇
帝
周
達
の
掌
握
､
皇
帝
の
意
志
の
統
制
に
あ
る
と
す
る
｡

そ
し
て
宰
執
閲
の
協
議

･
合
議
に
よ
る
政
策
等
の
調
整
機
能
を
全
-
無
税
し
､
骨
抜
き
に
し
､
半
年
か
ら

一
年
の
期
間
で
宰
執
を
弾
劾
に
よ
っ

(
110)

て
失
脚
さ
せ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
-
返
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

ま
さ
に
こ
の
形
は
孝
宗
自
身
が
と

っ
た
膿
制
と
同
じ
で
あ
-
､
孝
宗

は
皇
帝
と
い
う
超
越
し
た
立
場
に
あ

っ
て
宰
執
群
を
機
能
さ
せ
ず
に
短
期
間
で
交
替
さ
せ
､
近
習

･
閤
職
と
枢
密
院
責
務
官
僚
層
を
輪
野

･
御

筆
に
よ

っ
て
直
接
支
配
し
て
い
た
｡
ま
た
､
内
殿
の
犀
風
に
地
方
官
の
姓
名
を
記
し
た
カ
ー
ド
を
貼
-
附
け
て
い
た
､
と
い
う
有
名
な
エ
ビ
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(
111
)

ソ
ー
ド
か
ら
は
､
孝
宗
が
特
に
地
方
官
人
事
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る

｡

つ
ま
-
孝
宗
は
秦
櫓
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
皇
帝
権

の
回
復
に
､
そ
の
秦
槍
の
使

っ
た
手
法
を
用
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
非
常
に
皮
肉
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
う
す
る
と
､

南
末
に
お
い
て
孝
宗
朝
に

｢専
権
宰
相
｣
が
い
な
い
の
で
は
な
-
､
同
じ
立
場
を
孝
宗
自
身
が
占
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

孝
宗
が
築
い
た
親
政
腰
制
は
､
皇
帝
に
政
治
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
も
の
の
､
次
代
に
お
い
て
は
大
き
な
政
治
的
混
乱
の

原
因
と
な

っ
て
い
-
｡
な
ぜ
な
ら
積
-
光
宗
の
廃
位

･
寧
宗
の
擁
立
に
関
わ
る
の
が
､
孝
宗
の
宗
室
重
用
策
に
よ
っ
て
初
の
宗
室
執
政
を
認
め

ら
れ
た
趨
汝
愚
と
､
こ
れ
も
外
戚
の

一
波
で
は
あ
る
が
､
他
な
ら
ぬ
間
門
舎
人
ル
ー
ト
出
身
の
韓
催
宵
で
あ

っ
た
｡
そ
の
原
因
と
し
て
は
こ
の

懐
制
が
皇
帝
の
主
懐
的
な
政
策
決
定
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
､
皇
帝
の
資
質
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
し
ま
い
､
ひ
と
た
び
皇

帝
が
圭
腰
的
立
場
を
取
ら
な
-
な
る
と
､
本
来
そ
れ
を
手
助
け
す
る
は
ず
の
側
近
集
圏
の
猫
断
を
許
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
｡
趨
汝
愚
を
倒
し
て

専
権
を
振
る
っ
た
韓
催
胃
は
､
圭
腰
的
に
政
策
運
営
に
携
わ
ら
な
か

っ
た
寧
宗
に
代
わ
-
､
側
近
の

一
と
し
て
御
筆
を
撞
-
､
専
権
宰
相
と
な

(
112)

っ
て
い
っ
た

｡

彼
は
決
し
て
皇
帝
権
を
撃
肘
し
て
権
力
を
握

っ
た
わ
け
で
は
な
-
､
孝
宗
朝
で
高
ま

っ
た
皇
帝
権
を
聾
断
す
る
こ
と
で
権
力
を

握

っ
た
の
で
あ
る
｡
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註(
1
)

冒
頭
に
挙
げ
た

『宋
史
』
孝
宗
紀
の
質
も
､
先
に
積
け
て
こ
の
二

鮎
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡

(
2
)

王
徳
毅

｢宋
孝
宗
及
其
時
代
｣
(
『国
立
編
詳
館
館
刊
』
二
-

一
､

一
九
七
三
年
｡
の
ち

『宋
史
研
究
集
』

一
〇
､

一
九
七
八
年
に
噂

補
)
｡

(
3
)

柳
立
言

｢南
宋
政
治
初
探
-

高
宗
陰
影
下
的
孝
宗
｣
(
『中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
五
七
-
三
､

一
九
八
六
年
)
､
王
徳

忠

｢宋
孝
宗
加
強
専
制
集
権
浅
論
｣
(
『東
北
師
大
学
報

(哲
学
社
食

科
学
版
)』

一
九
八
九
-

一
)､
何
忠
植

･
徐
吉
軍

『南
宋
史
稿
』

(杭
州
大
学
出
版
社
､

一
九
九
九
年
)
第
五
章

｢孝
宗
朝
的
政
治
和

軍
事
｣
な
ど
｡
そ
の
他
の
概
説
書
に
お
い
て
も
､
南
宋
孝
宗
時
代
は

野
外
政
策
の
ほ
か
は
､
経
済
面
､
特
に
骨
子
発
行
に
つ
い
て
の
み
取

り
上
げ
る
も
の
が
多
い
｡

(
4
)

青
木
敦

｢淳
県
城
否
と
そ
の
失
敗
-

未
の
地
方
官
監
察
制
度
に

見
ら
れ
る
二
つ
の
型
仰
｣
(
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
三
二
､

l

九
九
七
年
)
に
お
い
て
､
経
済
分
野
に
お
け
る
開
墾
と
水
利
の
改
修
､

｣
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骨
子
制
度
の
維
持
､
官
僚
制
度
上
に
お
け
る
吏
部
機
能
の
回
復

･
人

事
権
の
分
散
､
穫
制

･
法
制
に
お
け
る
諸
改
革
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
｡

(
5
)

安
部
直
之

｢南
宋
孝
宗
朝
の
皇
帝
側
近
官
｣
(
『集
刊
東
洋
学
』
八

八
､
二
〇
〇
二
年
)

(
6
)

梅
原
郁

『末
代
官
僚
制
度
研
究
』
(同
朋
合
､

一
九
八
五
年
)､

｢末
代
の
形
勢
と
官
戸
｣
(
『東
方
学
報

(京
都
)』
六
〇
､

一
九
八

八
年
)

(
7
)

韓
元
吉

『南
澗
甲
乙
稿
』
巻

一
〇
･
措
置
武
臣
開
陸
節
子

臣
聞
､
租
宗
朝
､
最
重
武
臣
親
民
､
資
序
必
歴
親
民
､
始
得
擢
用
､

輿
文
臣
改
官
親
民
､
事
膿
略
等
｡
況
今
聖
紳
臨
御
､
外
則
用
為
提

刑
郡
守
'
内
則
槍
置
閤
門
舎
人
'
同
干
観
闇
｡
小
則
通
注
知
願

･

願
尉
､
伸
歴
民
事
､
則
武
臣
開
隆
之
法
'
亦
宜
箱
同
文
臣
'
以
明

陛
下
文
武
並
用
之
意
也
｡

(
8
)

武
臣
提
刑
に
つ
い
て
は
曾
我
部
静
雄

『末
代
政
経
史
の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
七
四
年
)
第
二
章

｢末
代
の
巡
検

･
嚇
尉
と

招
安
政
策
｣
参
照
｡

(
9
)

『槍
人
名
儒
講
義
皇
宋
中
興
南
朝
聖
政
』
(以
降

『南
朝
聖
政
』

と
略
稲
)
巻
五

一
に
よ
る
｡

(
10
)

『宋
史
全
文
績
資
治
通
鑑
』
(以
降

『宋
史
全
文
』
と
略
稀
)
巻

二
四

･
乾
道
二
年
六
月
壬
午

上
目

｢卿
等
於
審
察
或
陛
差
之
際
観
之
､
亦
可
見
其
人
材
｡
且
如

三
省
呼
召
文
臣
､
卿
等
亦
可
呼
武
臣
､
文
武
自
首

一
律
｡｣

(
11
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
四

･
淳
配
…三
年

一
〇
月
己
卯

｢大
抵
治
鰹
不
可
有
所
偏
｡

術
』
､
不
可
専
於

一
也
｡｣

『文
武
並
用
､
則
為
長
久
之

(12
)

『南
朝
聖
政
』
巻
六

一
･
淳
興

一
一
年

一
一
月
丙
成
朔

｢卿
等
切
勿
分
別
文
武
､
便
有
晋
室
之
風
｡
昔
覗
之
如

一
｡｣

(
13
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
〇
･
乾
道
七
年
二
月

拭
復
奏
日

｢文
武
誠
不
可
偏
'
然
今
欲
右
武
以
均
二
柄
｡
而
所
用

乃
得
如
此
之
人
｡
非
惟
不
足
以
服
文
吏
之
心
､
正
恐
反
激
武
臣
之

怒
｡｣

(
14
)

『歴
代
名
臣
奏
議
』
巻

一
七
〇
･
選
挙

宋
孝
宗
時
､
王
師
愈
上
奏
日

｢臣
恭
惟
皇
帝
陛
下
知
人
之
明
､
得

於
天
縦
､
文
武
之
臣
､
固
己
並
用
而
無
偏
｡｣

(
15
)

ほ
か
に
も

『老
草
庵
筆
記
』
巻
二
に

｢隆
興
中
､
読
者
多
謂
文
武

一
等
､
而
軌
為
分
別
'
力
欲
平
之
｡｣
と
あ
る
｡

(
16
)

李
心
停

『建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
(以
下

『朝
野
雑
記
』
と
略
稀
)

乙
集
巻

一
四

｢趨
善
俊
乞
文
階
去
左
右
字
｣
の
中
で

｢蓋
時
方
右
武
､

善
俊
迎
合
而
言
､
非
公
論
也
｡｣
と
述
べ
､
李
心
侍
も
孝
宗
朝
が
武

臣
の
地
位
を
押
し
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
-
､
左
右
字
の

問
題
も
そ
れ
に
闘
わ
-
が
あ
る
と
す
る
｡

(
17

)

J

o
h
n
W
.
C
h
affee)
B
r
a
nches
of
H
eaven
J
A
H
istory
of
the

Zm
p
eria
l
C
la
n
of

S
ung
C

h

ina.
H
a
rv
ard
U
n
iv
ers
ity

A
s
ia

Cen
ter
,

)

9
9
9
,
p
p
.

)
8

7

)

89
.

(
18
)

『発
草
薙
識
』
前
集

｢科
挙
論
｣
｡
ま
た

『朝
野
雑
記
』
乙
集
巻

三

｢孝
宗
論
用
人
揮
相
｣
も
同
内
容
｡

(
19

)

毒
皇
宣
論
云

｢朝
廷
用
人
以
才
､
安
論
科
第
｡
科
第
不
遇
入
仕

一

途
耳
｡｣

(
20
)

近
世
取
士
､
莫
若
科
場
､
及
至
用
人
､
豊
常
拘
此
｡

(
21
)

囲
朝
以
来
､
過
於
忠
厚
'
宰
相
而
誤
固
着
､
大
将
而
覆
軍
者
､
皆
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未
嘗
諌
我
之
｡

(
22
)

『宋
史
全
文
』
巻
二
四

･
乾
道
二
年
四
月
甲
成

｢近
時
儒
者
多
高
談
､
無
害
用
｡｣

(
23
)

『南
朝
聖
政
』
巻
四
八

･
乾
道
六
年

一
〇
月
発
酉

上
諭
丙
帰
日

｢卿
昔
先
正
士
大
夫
風
俗
｡｣

(
24
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
四

･
淳
配
州二
年
九
月
己
亥

上
目

｢今
士
大
夫
能
文
者
多
､
知
道
者
少
｡｣

(
25
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
五

･
淳
興
四
年
五
月
甲
子

上
又
日

｢･･････士
大
夫
好
馬
高
論
､
而
不
務
薯
､
却
恥
言
之
｡｣

■■

29

(
26
)

王
徳
毅
氏
前
掲
論
文
｡
ま
た
安
部
氏
前
掲
論
文
も
同
様
｡

(
27
)

寺
地
蓮

『南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』
(渓
水
社
､

一
九
八
八
年
)

三
〇
九
頁
参
照
｡

(
28
)

『鶴
林
玉
露
』
甲
編
巻
六

陳
磨
求
嘗
告
孝
宗
日

｢近
時
宰
相
罷
去
､
則
所
用
之
人
､
不
問
賢

否
､

一
切
犀
葉
｡
此
鈎
真
之
漸
､
非
国
家
之
福
｡｣
-
-
王
季
海

言

｢
一
宰
相
去
､
所
用
者
皆
去
､
此
唐
季
真
相
之
胎
也
｡
豊
聖
世

所
宜
有
哉
｡｣

(
29
)

『南
朝
聖
政
』
巻
二
九
[賓
は
巻
四
五
｡
原
閲
の
た
め
巻
数
が
不

明
と
な
-
､
『宛
委
別
戒
』
に
入
れ
ら
れ
る
際
'
版
心
そ
の
他
に
誤

っ
て

｢巻
二
九
｣
と
書
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
し
か
し
内
容
的
に
は

『宋
史
全
文
』
巻
二
四
と
重
な
る
孝
宗
乾
道
二
年
の
記
事
で
あ
-
'

巻
四
五
と
す
べ
き
｡]
乾
道
二
年

一
一
月
乙
卯

詔
､
執
政
私
第
接
見
賓
客
､
除
侍
従
裏
議
職
事
外
､
其
鎗
呼
召
取

覆
官
､
止
許
各
接
見

一
次
｡

ま
た

『南
朝
聖
政
』
巻
五
四

･
淳
#
二
年

l
一
月
甲
戊
に
も

｢詔
､

大
臣
日
見
賓
客
､
有
妨
治
事
､
累
有
指
揮
､
如
侍
従

･
両
省
官

･
三

省

･
枢
密
院
属
官
､
有
職
事
､
於
衆
堂
取
裏
､
私
第
､
除
侍
従
外
､

其
徐
呼
召
取
覆
等
官
､
毎
日
各
止
許
接
見

一
次
､
出
模
私
第
､
可
常

切
遵
守
施
行
｡｣
と
あ
る
｡

(30
)
｢須
入
｣
と
は
､
選
人
か
ら
京
朝
官
に
改
官
す
る
際
､
必
ず
知
嚇

と
な
り
､
地
方
行
政
の
責
務
に
た
ず
さ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規

則
｡
梅
原
氏
前
掲
書

･
第
三
章

｢差
遣
-

職
事
官
の
諸
問
題
｣
参

刀口=O
n口ハ

(
31
)

『宋
史
』
巻
三
八
六

･
劉
瑛
博

上
賜
璽
書
目
､
近
世
書
生
但
務
清
談
､
経
絡
賓
才
蓋
未
之
見
､
朕

以
是
毎
有
東
晋
之
憂
｡

こ
れ
は
乾
道
元
年
､
李
金
の
乱
を
銭
塵
し
た
劉
供
に
輿
え
た
書
で
あ

る
｡

(
32
)

『朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
三

･
孝
宗
論
士
大
夫
微
有
西
昔
風

上
目

｢近
世
士
大
夫
多
恥
言
農
事
､
農
事
乃
囲
之
根
本
｡
士
大
夫

好
為
高
論
而
不
務
賓
､
却
恥
言
之
｡｣
-
-
上
目

｢今
士
大
夫
微

有
西
晋
之
風
｡｣

同
内
容
は

『宋
史
』
巻
三
九
六

･
遁
雄
博
に
も
取
ら
れ
て
い
る
｡

(
33
)

『南
朝
聖
政
』
巻
六
〇
･
淳
配
二

〇
年
八
月
の
是
月
候
｡

上
目

｢･･････後
世
儒
者
'
筒
清
談
､
以
理
財
馬
俗
務
､
可
謂
不
知

本
臭
｡｣

(
34
)

注

(
12
)
に
挙
げ
た

『南
朝
聖
政
』
巻
六

一
･
淳
配
州
二

年
丙
成

朔
候
に
も

｢晋
室
之
風
｣
と
述
べ
る
｡

(
35
)

『龍
川
集
』
巻

一
五

･
迭
呉
允
成
遅
幹
序

為
土
着
恥
言
文
章
行
義
､
両
日

｢蓋
心
知
性
｡｣
居
官
署
恥
言
政
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事
書
判
､
而
日

｢草
道
愛
人
｡｣
相
蒙
相
欺
､
以
志
摩
天
下
之
賓
､

則
亦
終
於
百
事
不
理
而
己
｡

(
36
)

『朱
子
語
類
』
巻

二

一七

･
本
朝

秀
才
好
立
虚
論
事
､
朝
廷
綾
倣

一
事
､
問
閑
地
問
過
了
､
事
又
只

休
｡

(
37
)

南
未
の
こ
の
時
期
に
限
ら
ず
､
士
大
夫
の
風
俗
が
決
し
て
淳
良
な

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
､
宮
崎
市
走
氏
が

｢末
代
の
士
風
｣
(
『宮

崎
市
走
全
集
』
巻

一
一
｢宋
元
｣
所
収
)
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
､

北
未
か
ら
南
末
に
移
-
､
士
大
夫
階
級
が
名
門
と
し
て
固
定
化
し
た

こ
と
に
よ
-
､
彼
ら
の
階
級
意
識
が
よ
-
は
つ
き
-
と
し
て
き
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
38
)

『南
朝
聖
政
』
巻
二
九

[四
五
]
･
乾
道
三
年
正
月
発
丑

何
逢
原
陰
金
部
郎
官
｡
上
目

｢恐
儒
者
不
肯
留
意
金
穀
事
｡
如
呂

招
､
間
簿
籍
､
都
不
知
｡
卿
等
可
面
諭
何
逢
原
､
令
留
意
職
事
｡｣

(
39
)

同
書
巻
二
九

[四
五
]
･
乾
道
二
年
九
月

砥
部
員
外
郎
莫
済
為
司
農
少
卿
｡
魂
杷
奏
日

｢済
嘗
中
詞
科
､
且

掌
南
宮
牒
奏
､
但
恐
議
者
以
為
挨
径
未
是
｡｣
上
目

｢中
郡
官
初

不
分
清
濁
｡｣

(
40
)

『南
朝
聖
政
』
巻
二
九

[四
五
]
･
乾
道
二
年
五
月
丁
巳

｢上
宣

諭
宰
執
日

『近
日
臣
僚
節
子
'
多
言
大
臣
不
住
事
｡』
｣
と
あ
-
､
孝

宗

一
人
が
感
じ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

(
41
)

南
宋
孝
宗
の
前
半
は
､
程
学
が
道
学
と
し
て
来
貢
に
よ
っ
て
大
成

さ
れ
る
直
前
の
時
期
に
あ
っ
て
､
幾
度
か

｢侶
学
｣
と
し
て
遺
言
を

受
け
て
い
る
が
､
王
夫
之
は
そ
の
背
景
に
蘇
蛾
の
学
が
あ
っ
た
と
推

測
し
て
い
る

(
『宋
論
』
巻

二
二
･
寧
宗
)
｡

た
し
か
に
こ
の
時
期
'

蘇
拭
の
書
墓
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
お
-
､
他
な
ら
ぬ
孝
宗
自
身
が
蘇

拭
の
文
章
を
好
ん
だ
と
言
わ
れ
る
｡
そ
の
蘇
拭
に
は
陶
淵
明
に
あ
こ

が
れ
る
よ
う
な
隠
退
思
想
が
あ
-
､
椎
や
浄
土
に
関
す
る
理
解
を
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
蘇
拭
ブ
ー
ム
と
俗
世
を
嫌
う
士
大
夫
の

思
考
傾
向
に
何
か
関
係
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
と
も
か
-
内
面
的
な

思
索
に
耽
る
の
で
は
な
-
､
賓
践
を
と
も
な
う
こ
と
を
主
張
し
た
来

貢
が
､
蘇
乾
的
な
雰
囲
気
を
嫌
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
､
昔
時
の

士
大
夫
が
賓
際
の
政
治
か
ら
目
を
そ
ら
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
窺

え
よ
う

(合
山
究

｢来
貢
の
蘇
学
批
判
-

序
説
-

｣
『中
囲
文

学
論
集
』
三
鋸
､

一
九
七
二
年

参
照
)

｡

(
42
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
六

･
淳
配
小五
年
八
月
戊
子

団
子
博
士
銭
聞
詩
節
子
'
論

｢今
日
登
用
武
臣
､
不
遇
於
武
臣
中

選
用
有
文
未
着
｡｣

(
43
)

同
時
期
の
武
臣
提
刑
に
つ
い
て
も
､
曾
我
部
氏
は
そ
の
選
考
基
準

が

｢公
廉
に
し
て
法
令
に
暁
習
せ
る
人
｣
と
あ

っ
た
こ
と
に
よ
-

｢行
刑
の
管
理
の
強
化
｣
､
つ
ま
-
内
政
的
な
理
由
に
よ
る
と
い
う

見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
｡
(前
掲
書

一
四
五
頁
-

一
四
九
頁
)

(
44
)

龍

･
曾
に
つ
い
て
は

『朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
六

｢墓
諌
給
舎
論
龍

曾
事
始
末
｣
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
安
部
氏
前
掲
論
文
に
詳

し

い
｡

(
45
)

南
宋
初
め
の
宋
朝
政
権
に
と
っ
て
､
北
未
の
士
大
夫
政
治
を
理
想

的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
規
定
し
､
そ
れ
を
継
承
し
て
い
-
こ
と
を
内

外
に
示
す
こ
と
は
､
王
朝
存
積
に
と
っ
て
必
要
不
可
映
な
庭
置
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
南
末
の
文
人
の
作
品
が
題
材
を
多
-
北
末
に
取

っ
て
い

る
こ
と
も
そ
の
状
況
を
表
し
て
い
る

(
『廿
二
史
別
記
』
巻
二
六
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｢宋
四
六
多
用
本
朝
事
｣)
｡

ま
た
､
孝
宗
の
時
期
に
な
っ
て
奨
革
が

行
わ
れ
た
の
は
､
高
宗
朝
の
三
五
年
を
経
て
､
よ
う
や
-
王
朝
が
安

定
し
て
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡

(
46
)

『周
益
文
忠
公
集
』
巻

二
二
五

･
奏
議

･
内
引
節
子

一
首

･
論
四

事

一
日
､
重
侍
従
以
儲
将
相
'
臣
不
復
達
引
租
宗
故
事
､
且
以
紹
興

初
言
之
｡
昔
時
近
臣
'
社
往
極
天
下
之
選
､
故
議
論
設
施
'
皆
有

可
観
､
中
興
之
功
､
不
為
無
助
'
只
自
秦
槍
専
政
､
以
収
集
閣
茸

庸
俗
之
士
､
充
員
備
位
､
人
才
衰
弱
､
職
此
之
由
､
陛
下
憂
勤
十

年
､
作
成
甚
切
､
凡
侍
左
右
､
無
非
親
擢
､
其
能
否
賢
不
省
､
豊

逃
容
堂
､
臣
願
陛
下
更
賜
留
神
､
毎
進

一
人
､
不
徒
取

一
時
之
長
､

須
可
備
官
日
之
用
､
別
人
才
見
奏
｡

(
47
)

二
日
､
増
量
諌
以
贋
耳
目
｡
臣
聞
､
人
主
深
層
九
重
､
所
頼
以
周

知
中
外
之
利
害
､
別
自
臣
下
之
邪
正
者
墓
諌
也
｡

(
48
)

rT
忠
民

『末
代
墓
諌
制
度
研
究
』
(巴
萄
書
証
､

一
九
九
九
年
)

第

一
章
七
三
頁
｡

(
49
)

安
部
氏
前
掲
論
文
｡

(
50
)

今
朝
廷
有

一
政
事
而
多
出
於
御
批
､
有

一
委
任
而
多
出
於
特
旨
｡

(
51
)

徳
永
洋
介

｢末
代
の
御
筆
手
詔
｣
(
『東
洋
史
研
究
』
五
七
-
三
'

一
九
九
八
年
)

(
52
)

こ
の
御
筆
の
前
身
で
あ
る

｢内
降
手
詔
｣
が
出
現
し
た
の
は
､
北

宋
両
宗
が
や
は
り
皇
帝
親
政
を
目
指
し
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
徳

永
氏
が
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
と
-
に
紳
宗
が
元
豊
期
に
皇
帝

親
政
を
行
い
､
そ
れ
は
配
壷
丁
の
王
安
石
政
権
と
は

一
線
を
劃
す
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
熊
本
崇

｢中
書
槍
正
官
-

王
安
石
政
権
の
に
な

い
て
た
ち
-

｣
(
『東
洋
史
研
究
』
四
七
-

一
､

一
九
八
八
年
)
餐

刀口‥○
凧胤W

(
53
)

平
田
茂
樹

｢末
代
の
垂
簾
聴
政
に
つ
い
て
｣
(
『柳
田
節
子
先
生
古

稀
記
念

中
国
の
停
統
祉
合
と
家
族
』
汲
古
書
院
､

一
九
九
三
年
)'

｢末
代
政
治
構
造
試
論
-

野
と
議
を
手
掛
-
に
し
て
｣
(
『東
洋
史

研
究
』
五
二
-
四
､

一
九
九
四
年
)､
『科
挙
と
官
僚
制
』
((世
界
史

リ
ブ
レ
ッ
ト

9
)
山
川
出
版
社
'

一
九
九
七
年
)

(
54
)

『宋
史
』
巻
三
八
三

･
陳
俊
卿
停

｢先
是
､
禁
中
密
旨
直
下
諸
軍
､

宰
相
多
不
預
聞
｡｣

(
55
)

陳
俊
卿
は
紹
興
八
年
の
進
士
で
､
紹
興
末
か
ら

一
貫
し
て
封
金
強

攻
派
で
あ
-
､
張
渡
と
と
も
に
孝
宗
初
年
の
北
方
作
戦
に
従
事
し
た
｡

の
ち
淳
配
州九
年

(
二

八
二
)
に
は
史
浩
と
と
も
に
明
堂
に
陪
紀
す

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
孝
宗
の
信
頼
厚
い
者
で
あ
っ
た
｡

(
56
)

『南
朝
聖
政
』
巻
四
七

･
乾
道
四
年
七
月

於
是
上
嘉
俊
卿
之
言
､
多
所
聴
従
､
大
抵
政
事
復
蹄
中
書
臭
｡

(
57
)

『宋
史
』
巻
三
八
三

･
陳
俊
卿
侍

俊
卿
奏

｢自
今
百
司
承
受
御
筆
庭
分
事
､
須
奏
審
方
行
｡｣
従
之
｡

(
58
)

『宋
合
要
輯
稿
』
(以
下

『宋
合
要
』
と
略
稀
)
刑
法
二
-
≡

三

･
配
基
丁元
年

〓

l月
四
日

詔
､
今
後
､
内
批
降
指
揮
､
侯
次
日
覆
奏
註
､
即
於
昔
日
行
下
文

字
｡
守
為
永
式
｡

(
59
)

『宋
史
』
巻
三
九
六

･
史
浩
侍
に

｢省
中
忽
得
宏
淵
出
兵
状
､
始

知
不
由
三
省
､
径
倣
諸
牌
｡
浩
語
陳
康
伯
日

『吾
屠
倶
兼
右
府
､
而

出
兵
不
興
聞
､
需
用
相
哉
｡
不
去
筒
何
待
平
｡』
｣
と
あ
-
最
後
に

｢浩
逐
弓
去
｣
(
『宋
史
全
文
』
巻
二
四

･
隆
興
元
年
五
月
)
と
い
う
｡
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『朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
七

｢史
文
恵
以
直
諌
去
位
｣
参
照
｡

(60
)
『朝
野
類
要
』
巻

一
･
班
朝

日
侍
従
以
下
､
五
日
輪

一
員
上
殿
､
謂
之

｢輪
常
面
野
｣
､
則
必

入
時
政
戎
利
便
節
子
｡

(
61
)

『宋
史
』
巻
二
七

･
高
宗
紀

･
紹
興
二
年
五
月
戊
子

手
詔
､
用
建
隆
故
事
､
命
百
官
日
輪

一
人
韓
封
｡

(
62
)

詔
､
自
今
毎
五
日
内
殿
起
居
､
百
官
以
次
韓
封
､
並
須
指
陳
時
政

得
失

･
朝
廷
急
務
､
戎
刑
獄
菟
濫

･
百
姓
疾
苦
､
威
宋
訪
以
聞
､

偽
須
直
吉
其
事
｡

(
63
)

例
え
ば

『宋
合
要
』
職
官
六
〇
-
六

･
轄
封
に
あ
る
高
宗
紹
興
二

年
五
月
二
九
日
の
記
事
に
は

｢輪
封
｣
の
文
字
が
見
え
､
本
来
な
ら

ば
緯
-

｢輪
封
｣
の
項
目
に
入
れ
る
べ
き
も
の
を
､
そ
の
内
容
に
太

租
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
先
の
韓
封
の
項
に
入
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

(
64
)

『宋
合
要
』
職
官
六
〇
-

一
-
七
｡

(
65
)

『宋
史
全
文
』
巻
二
五
上

･
乾
道
五
年

一
一
月
己
未

林
機
奏

｢･･････近
世
以
来
､
臣
僚
奏
事
､
例
以
不
得
聖
語
為
報
｡

伏
親
在
京
通
用
令
､
諸
進
封
臣
僚
､
有
親
閲
聖
語
､
磨
記
注
者
'

限

一
日
親
録
､
薯
封
報
門
下

･
中
書
後
省
｡｣

(
66
)

『建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻

一
五
六

･
紹
興

一
七
年
七
月
丙
辰

時
秦
檎
悪
聞
人
言
､
百
官
営
面
封
者
､
多
稀
疾
不
入
｡

(
67
)

平
田
氏
前
掲
諸
論
文
｡

(
68
)

『水
心
文
集
』
巻

一
七

･
察
知
閤
墓
誌
銘
｡

臨
得
野
､
陳
六
事
移
暑
｡
上
詰
難
反
覆
､
公
排
奏
従
容
､
手
筆
付

外
多
施
行
者
｡

(69
)
淳
配
…二
年
は
閏
九
月
あ
-
｡

(
70
)

空
位

一
〇
日
以
上
の
も
の
を
抽
出
し
た
｡
ち
な
み
に
孝
宗
朝
以
外

の
末
代
宰
相
不
在
の
時
期
を
示
せ
ば
､
太
観
閲
賓
六
年
八
月
か
ら
の

一
ケ
月
､
其
宗
景
徳
元
年
七
月
か
ら
の
一
ケ
月
､
天
繕
四
年
六
月
か

ら
の
一
ケ
月
､
両
宗
配
基
丁三
年

l
〇
月
か
ら
の
二
ケ
月
､
徴
宗
崇
寧

元
年
閏
六
月
か
ら
の
一
ケ
月
､
高
宗
紹
興
元
年
七
月
か
ら
の
一
ケ
月
､

紹
興
二
五
年

一
〇
月
か
ら
の
六
ケ
月

(秦
櫓
没
後
)
､
寧
宗
慶
元
元

年
二
月
か
ら
の
一
ケ
月
､
嘉
泰
三
年
正
月
か
ら
の
四
ケ
月
､
関
宿
三

年

一
一
月
か
ら
の
一
ケ
月
牛
､
嘉
走
元
年

二

一月
か
ら
の
五
ケ
月
､

理
宗
賓
柘
四
年
六
月
か
ら
の
一
ケ
月
､
と
な
る
｡

(
71
)

『雲
谷
雅
紀
』
巻
四

又
特
於
洪
夫
人
誕
日
､
拝
公
鳥
相
､
尋
又
有
御
札
､
径
賜
之
､
日

｢丞
相
今
日
正
謝
､
今
賜
酒
呆
為
太
夫
人
之
慶
､
可
輿
丞
相
同
領

此
意
｡｣

(72
)
寺
地
氏
前
掲
書
三
〇
九
頁
｡

(
73
)

孝
宗
臨
御
久
､
事
皆
上
決
､
執
政
惟
奉
旨
而
行
､
華
下
多
恐
慣
願

望
｡

(
74
)

『困
学
紀
聞
』
巻

一
五

･
考
史

乾
道
至
淳
興
､
寓
幾
猫
蓮
､
両
大
臣
充
位
｡

(
75
)

閤
職
に
関
し
て
は
梅
原
氏
前
掲
書
第
二
章

｢末
代
の
武
階
｣
第
三

節

｢閤
職
-

武
臣
の
館
職
｣

二
二
三
-

一
四
二
頁
参
照
｡

(
76
)

監
察
御
史
胡
舜
障
奏

｢閤
門
之
職
､
租
宗
所
重
､
宣
賛
不
遇
三
五

人
､
配
基
丁聞
､
通
事
舎
人
十
三
員
､
砥
候
六
人
､
昔
時
議
者
猶
以

為
多
｡
今
舎
人

一
百
八
員
､
砥
候
七
十
六
員
､
看
班
四
員
内
､
兎

職
者
二
百
三
員
｡｣
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(77
)

『宋
史
』
巻

一
六
六

･
職
官
志

乾
道
六
年
､
上
欲
清
閤
門
之
選
､
除
宣
賛
舎
人

･
閤
門
砥
候
偽
善

通
掌
質
引
之
職
外
､
置
閤
門
舎
人
十
員
､
以
待
武
拳
之
入
官
者
｡

(
78
)

閤
門
､
右
列
清
選
也
｡
-
-
乾
道
問
､
孝
宗
始
倣
儒
臣
館
閣
之
制
､

槍
置
閤
門
舎
人
､
以
待
武
拳
之
入
官
者
､
先
召
試
而
後
命
｡
又
許

轄
封
如
職
事
官
､
供
職
満
二
年
輿
連
郡
'
遅
番
戎
帥

･
部
刺
史
之

選
云
｡
近
歳
熊
提
刑
飛

･
誰
知
閤
興
載

･
妾
節
便
特
立
之
進
､
皆

目
此
階
'
故
武
臣
以
舎
人
為
浦
安
｡

な
お

『文
献
通
考
』
巻
五
八

･
職
官
考
､
『宋
史
』
巻

一
六
六

･
職

官
志
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
-
､
お
そ
ら
-

『朝
野
雑
記
』
の
記
事
を
踏

襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(
79
)

並
先
召
赴
中
書
省
､
試
時
務
策

一
道
､
限
八
百
字
以
上
｡
井
試
歩

射
七
斗
'
弓
四
箭
､
就
学
引
試
｡
如
庵
格
､
則
収
旨
除
按
｡

(
80
)

『周
釜
文
忠
公
集
』
巻
七
二

･
高
州
趨
史
君

〔介
〕
墓
誌
銘

ママ

召
試
開
門
舎
人
､
淳
整
二
年
也
｡

(
81
)

『水
心
文
集
』
巻
二
二

･
属
領
衛
墓
誌
銘

其
入
閣
門
､
試
而
後
命
｡

(
82
)

『宋
史
』
巻
四
〇
八

･
主
産
博

大
帥
薦
之
､
召
試
為
閤
門
舎
人
｡

(
83
)

間
､
在
昔
漠
氏
開
基
於
高
租
､
而
中
興
於
孝
宣
､
其
事
業
蓋
可
致

臭
｡
懐
王
諸
老
牌
日

｢柿
公
素
寛
大
長
者
｡｣
高
起

･
王
陵
日

｢陛
下
使
人
攻
城
略
地
､
所
降
着
因
以
輿
之
､
輿
天
下
同
利
也
｡｣

及
考
本
紀
則
不
然
｡
項
伯
可
罪
而
爵
之
､
丁
公
可
貸
而
我
之
､
封

所
愛
而
諌
仇
怨
､
徴
張
良
之
言
亦
殆
臭
｡
其
攻
陳
稀
在
十
年
九
月
､

而
従
入
局
漠

･
伐
楚
之
賞
未
照
偏
行
也
｡
所
謂
寛
大
長
者
､
能
輿

天
下
同
利
､
固
如
是
乎
｡
孝
宣
之
治
在
於
信
賞
必
罰
､
綜
核
名
塞
｡

然
豚
東
流
民
自
占
者
八
商
鎗
口
､
此
豊
難
見
､
王
威
乃
胃
其
賞
､

願
代
京
兆
者
数
商
人
､
其
政
可
知
｡
(逮
)
贋
漠
乃
尭
我
蔦
､
越

職
除
法
以
取
名
著
'
則
有
元
康
之
詔
｡
務
為
欺
護
､
以
避
共
謀
｡

又
在
二
十
五
年
之
後
､
昔
是
之
時
､
賞
罰
名
塞
亦
少
戻
奏
｡
豊
抑

揚
遅
速
､
固
自
有
意
欺
｡
賂
設
施
次
第
､
戎
不
可
志
紀
欺
｡
不
然
､

何
史
氏
之
概
括
也
｡
共
惟
聖
主
､
方
以
尭
舜
三
代
馬
法
'
固
無
取

於
漠
事
｡
然
日
奉
軒
陛
普
思
備
晴
間
之
及
｡
試
為
言
之
｡

(
84

)

『宋
合
要
』
職
官

一
-
七
八

日
中
興
建
炎
聞
-
･･･中
書
後
省
､
以
中
書
舎
人
馬
長
官
｡
六
員
為

額
､
常
除
二
員
､

一
以
領
吏
房
左
選
及
兵

･
工
房
､

一
以
領
吏
房

右
選
及
植

･
刑
上

･
下
房
､
掌
行
詰
命
､
随
所
領
房
､
命
詞

･
走

詞
､
愈
押
前
省
諸
房
文
書
､
及
召
試
人
､
衆
議
選
題
､
試
畢
考
試

走
､
敵
中
三
省
｡

(
85
)

『周
釜
文
忠
公
集
』
巻
七
二

･
高
州
趨
史
君

(介
)
墓
誌
銘

(慶

元
五
年
)

初
孝
宗
置
此
官
､
税
文
臣
館
職
､
野
策
舎
人
院
､
而
後
除
｡

(
86

)

註

(
84

)
｡

(
87
)

厳
密
に
言
え
ば
文
臣
館
職
の
召
試
は
'
宋
初
に
お
い
て
は
翰
林
学

士
院
か
中
書
舎
人
院
で
行
わ
れ
'
こ
れ
は
学
士

･
舎
人
が
主
査
と
な

る
こ
と
で
召
試
の
権
威
を
高
め
る
致
果
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
(
『宋
曾

要
』
選
挙
三

一
-
二
四

･
三
六
)

(
88
)

臣
窃
惟
武
臣
之
召
試
閤
門
舎
人
､
輿
文
臣
召
試
館
職
無
異
｡

(
89
)

至
是
､
介
有
召
試
之
命
｡
丞
相
葛
邪

言

｢介
武
拳
第

一
人
､
乞
兎

試
｡｣
上
従
之
｡
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(90
)
『宋
合
要
』
職
官
三
四
-

一
〇

嘉
泰
元
年
十
二
月
二
十
六
日
､
詔
今
後
召
試
閤
門
舎
人
､
必
揮
右

科
前
名
之
士
｡

(
91
)

如
開
門
舎
人
則
孝
廟
初
置
'
以
庭
武
拳
状
元
'
不
試
而
除
｡
鎗
武

拳
名
士
召
試
策

一
道
而
除
｡
以
比
文
臣
館
職
｡

(
92
)

『宋
合
要
』
職
官
三
四
-
八

･
乾
道
七
年

二

一月
二
〇
日

詔
閤
門
舎
人
自
今
依
文
臣
館
閥
､
以
次
輪
封
｡

(
93

)

『晦
庵
集
』
巻
二
八

･
輿
周
丞
相
書

(六
)
(辛
亥
四
月
二
十
四

日
)往

時
有
閤
門
舎
人
林
宗
臣
者
､
亦
丞
相
之
邑
子
､
嘗
因
秦
野
論
及

此
事
､
其
言
憤
激
痛
切
､
蓋
有
所
指
｡
今
泉
之
貧
民
悉
士
'
人
人

能
詣
造
之
､
公
議
良
心
､
不
可
混
没
｡

(
94
)

同
日

(乾
道
六
年
八
月
六
日
)
､
詔
閤
門
舎
人
､
如
供
職
及
十
年
､

願
補
外
住
着
､
並
宜
優
異
､
輿
郡
主
差
遣
｡

(
95
)

『南
朝
聖
政
』
巻
五
五

･
淳
照
四
年
七
月
丙
午

｢昨
得
旨
､
閤
門
舎
人
黄
夷
行
可
輿
郡
臣
｡
退
而
考
之
､
則
資
歴

筒
洩
､
在
外
止
数
月
､
到
閤
門
綾
二
年
｡
陛
下
用
人
錐
不
昔
問
資

歴
､
然
近
方
立
閤
門
舎
人
格
目
｡｣
上
目

｢若
不
用
資
歴
､
則
他

人
皆
有
詞
､
須
得
用
資
歴
也
｡
閤
門
舎
人
幾
年
普
得
郡
｡｣
趨
雄

奏

｢近
降
指
揮
､
須
開
陛
後
更
歴
二
年
補
外
者
輿
郡
､
則
有
出
身

八
六
年
､
無
出
身
人
八
年
方
可
｡
今
夷
行
線
歴
二
年
牛
｡｣
上
目

｢夷
行
又
是
閤
門
砥
候
､
非
舎
人
､
自
難
篤
行
不
若
且
待
｡｣

(
96
)

『宋
合
要
』
職
官
三
四
-

一
〇

照
己
降
指
揮
､
履
歴

･
考
任
癒
格
､
方
許
輿
郡
｡
先
是
淳
興
四
年

三
月
詔
'
閤
門
舎
人
依
秘
書
丞
例
､
理
親
民
資
序
後
､
供
職
薯
歴

二
年
､
乞
補
外
輿
知
州
差
遣
｡

(
97
)

資
序
に
つ
い
て
は
梅
原
氏
前
掲
書
｡
第
三
章

｢差
遣
-

職
事
官

の
諸
問
題
｣
の

｢序
の
二
-

資
序
｣
参
照
｡
特
に
武
臣
親
民
資
序

に
つ
い
て
は

一
九
六
-

一
九
九
頁
｡

(
98
)

『水
心
文
集
』
巻

一
七

｢察
知
閤
墓
誌
銘
｣
･
巻
二
二

｢属
領
衛

墓
誌
銘
｣
｡
ち
な
み
に
軍
事
上
の
要
地
に
設
け
ら
れ
た
願
と
州
の
中

開
に
-
る
行
政
直

｢軍
｣
も
州
に
準
じ
る
扱
い
を
さ
れ
た
｡
(梅
原

氏
前
掲
書
二
二
二
頁
)

(99
)
こ
の
と
き
文
臣
館
職
に
も
親
民
官
を
輿
え
､
経
験
を
積
ま
せ
て
か

ら
中
央
に
戻
す
よ
う
に
し
た
｡
『宋
史
全
文
』
巻
二
四

･
乾
道
元
年

春
正
月
庚
午

｢詔
､
館
職
'
朕
所
以
招
延
天
下
之
英
俊
､
以
待
蘇
擢
｡

苛
不
親
吏
事

･
知
民
情
､
則
将
来
何
以
備
公
卿
之
任
､
可
今
後
更
迭

補
外
､
歴
試
而
出
､
以
稀
朕
楽
育
寅
才
之
意
｡｣

(
1-0
)

『南
宋
館
閣
緯
線
』
巻
六

･
故
賓

･
淳
配
…臨
幸
｡

(
1-1
)

『攻
娩
集
』
巻
九
三

･
純
誠
厚
徳
元
老
之
碑

(史
浩
神
道
碑
)

乃
奏

｢閤
門
舎
人
方
以
比
館
職
､
亦
常
列
干
西
庵
､
崇
儒
矯
弊
､

皆
有
深
意
｡｣
孝
宗
謂
公

｢覗
文
武
如

l
'
為
得
大
腰
｡｣

(
1-2
)

是
時
､
御
前
多
行
白
節
子
､
率
用
左
右
私
人
賓
蓮
｡

(
1-3
)

『密
斎
筆
記
』
巻
三

慶
元
二
年
丙
辰
､
余
丞
相
拝
左
相
､
権
直
院
博
舎
人
伯
毒
､
草
麻

首
聯
云

｢天
乙
之
興
､
中
ロ
賓
馬
左
相
｡｣
中
ロ
乃
仲
旭
也
｡
閤

門
舎
人
讃
麻
､
鉦
謹
破
句
､
又
不
識
□
字
｡
昔
日
察
院
人
文
字
､

罷
讃
麻
舎
人
｡
得
旨
､
今
後
宣
麻
人
､
輿
学
士
同
鎖
宿
､
鮎
句
輿

之
､
以
便
宣
讃
｡

(1-4
)

七
年
春
､
丙
授
崇
信
軍
節
度
使

･
開
府
儀
同
三
司

･
高
書
観
便
｡
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遣
閤
門
舎
人
聞
入
喚
錫
命
､
賜
旋
節

･
金
印

･
衣
帯

･
鞍
馬
｡

(
1-5
)

『鶴
林
玉
露
』
甲
編
巻
四

遁
忠
走
在
西
府
､
密
謀
内
躍
､
念
莫
可
達
意
於
蓄
聖
者
｡
韓
催
胃
､

書
聖
甥
也
､
乃
令
閤
門
察
必
勝
潜
告
之
｡
催
胃
逐
因
知
省
開
檀
自

重
吋聖
｡
-
-
嘉
王
却
避
再
三
､
催
冒

･
必
勝
扶
抱
登
御
楊
､
流
沸

被
面
｡

(
1-6
)

四
庫
全
書
本
で
は
察
必
勝
の
名
が
削
ら
れ
て
い
る
｡
韓
催
胃
の
名

が

(悪
い
意
味
で
)
大
き
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
､
察
必
勝
の
活

動
が
目
立
た
な
-
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
彼
は
の
ち
に

韓
催
胃
に
そ
の
影
響
力
を
危
険
視
さ
れ
､
失
脚
さ
せ
ら
れ
る
｡

(
1-7
)

『水
心
文
集
』
巻

一
七

･
察
知
閤
墓
誌
銘

召
試
閤
門
舎
人
｡
曾
観
用
事
､
巽
公
見
己
､
故
召
衆
舎
人
飲
､
軌

差
合
期
'
同
列
屡
趣
公
､
公
不
肯
往
｡

(
1-8
)

『宋
史
』
巻

一
六
六

･
職
官
志

奮
制
有
束

･
西
上
閤
門
､
多
以
庭
外
戚
動
貴
｡

(
1-9
)

『国
学
紀
聞
』
巻

一
五

･
考
史

孝
皇
猫
蓮
寓
機
､
頗
以
近
習
察
大
臣
｡

(110
)
寺
地
氏
前
掲
書
三

二
二
頁
｡

(
皿
)

『宋
史
全
文
』
巻
二
四
所
引

『大
事
記
』

故
洪
道
於
晩
野
､
而
見
御
犀
列
監
囲
郡
守
姓
名
｡

ま
た

『朱
子
語
類
』
巻

一
二
七

間

｢戎
言
､
孝
宗
於
内
殿
置
御
犀
､
書
天
下
監
司

･
帥
臣

･
郡
守

姓
名
､
作
掲
貼
干
其
上
｡
果
否
｡
日

｢有
之
｡｣

(
112
)

『程
史
』
巻
五

｢大
小
寒
｣
に
は
､
韓
催
胃
の
弟
仰
胃
が
知
閤
門

事
と
な
-
､
催
胃
と
協
力
し
て
政
局
に
普
た
っ
て
お
-
､
人
々
か
ら

｢大
小
韓
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
｡
皇
帝
側
近
官
の
掌
握
が
必

要
不
可
映
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

[附
記
]

本
稿
校
正
中
に
､
平
田
茂
樹

｢周
必
大

『思
陵
録
』
･
『奉
詔

録
』
か
ら
見
た
南
宋
初
期
の
政
治
構
造
｣
(
『人
文
研
究

大
阪
市
立
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
五
-
二
､
二
〇
〇
四
年
)
が
馨
表
さ
れ
た
｡

本
稿
よ
-
や
や
後
の
孝
宗
晩
年
時
の
政
治
構
造
を
､
宰
執
を
歴
任
し
た
周

必
大
の
日
記
か
ら
詳
細
に
槍
澄
し
て
お
ら
れ
る
｡
今
後
の
研
究
を
進
め
て

い
-
上
で
､
同
論
文
に
学
ぶ
べ
き
所
は
大
愛
大
き
い
と
思
わ
れ
る
｡
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"VITAL MILITARY OFFICERS": THE POLITICAL 

CIRCUMSTANCES OF HSIAO-TSUNG OF THE 

SOUTHERN SUNG AND THE KO-MEN 

SHE-JEN ~~r~% A 

FUJIMOTO Takeshi 

A detailed examination of the politics of the reign of Hsiao-tsung, which is 

thought to have been the golden age of the Southern Sung, reveals that a policy of 
prefennent of military officers fEtbi: was pursued. Hsiao-tsung frequently pro

claimed, "military and civilian should be equal," and his support for the military 

was out of the ordinary. This has previously been understood naively as merely a 
policy of strengthening the military due to the tension with the Chin on the north

ern frontier at the time, but the impetus was in reality a reaction to the politics of 

the official class, and as has been made clear by recent scholarship, it is necessary 
to give equal consideration to the importance of imperial clans. Moreover, the 

anti-official class attitude of the emperor grew into a reaction against the 

bureaucratic examination system n~, and he strove to eliminate the influence of 

the examinations, whose results influenced the career advancement of officials. 

The Sung dynasty had originally upheld the political ideal of civilian rule, with the 

official class as central, and having an emperor of the same Sung dynasty himself 

declare that military and civil affairs should be treated equally, thus issuing words 

that denied the influence of the examination system, marked a great change in the 

course of history. 

The origin of the anti-official bias was of course related to preventing the re

emergence of a powerful Grand Councilor, such as Chin Kuei ~1t in the previous 

reign of Kao-tsung. It should be noted that it had become customary for officials 

to shirk the responsibilities of their offices and repeatedly engage in useless dis

cussions, and that this displeased Hsiao-tsung who esteemed practical administra

tion. As a result, Hsiao-tsung adopted an emperor-centered political system, 

ignoring the Grand Councilor of the official class and making all policy decisions on 

his own. This system relied on imperial edicts written by the emperor himself 

1~D*, which were direct orders to subordinates that did not pass through the 
hands of the Grand Councilor, and the circulating official reports to the throne 

:fijij~r, with which the Grand Councilor was not involved. 
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Established at the same time as the direct imperial rule of Hsiao-tsung was 

the system of Ko-men she-jen M FHi' A, who were military officers. This system 

gave preferment to men who passed the military examinations iR:!H!![±, and who 

were required to prevail in examinations before the emperor B~t\:. The Secretari

at Drafters r:\Ji!f% A provided the problems, after which they could participate in 

the system of circulating official reports to the throne, as did civilians official, and 

they would be assigned to regional posts after two years of continuous service. 

Nor was this all. Deeply trusted by Hsiao-tsung, they came to hold posts con

cerned with the all important imperial edicts composed by the emperor himself. 

The pattern of having some among them rise to the post of Chih ko-men shih 

~DMF~~, highest imperial advisors, was established. Guaranteed by the testing 

of their talent in the examinations of the official class, this new process of 

advancement for military officers served to suppress the reaction of the official 

class and to maintain the greatest fairness in this body of close imperial advisors. 

In this manner the Ko-men she-jen came to be called "vital military officers" 

iR: ~ 0) iJ!f ~ in various works of history. 

THE FUNCTION AND REALITY OF THE AUTUMN 

ASSIZES DURING THE QING DYNASTY 

TAKATO Takuji 

A distinction was made in the Penal Code of the Great Qing :kiJ!f1-f:1JU be

tween immediate execution .lLi:R: and suspended execution ~f~ in the regulations 

on the death penalty. The deliberations that determined the disposition of crimi

nals who had been given sentences of "suspended execution," particularly those 

confined in regional jails, were known as the Autumn Assizes fxi'. 
This study first illuminates how the Autumn Assizes, a unique system within 

the Qing legal system, functioned among the various systems of the imperial gov

ernment and attempts to portray the workings of the deliberations in detail. 

This study first notes that there were two aspects to the functioning of the 

Autunm Assizes. The officials of the Qing understood the system as presenting an 

opportunity to strike a balance between human sensibility 'J'J!f, embodied in each in

dividual case, and the law it=; of the penal code. Additionally, the system was high

ly compatible with traditional Chinese legal thinking, and it played a role guaran

teeing that the governmental system of punishments was both based and operated 
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